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地方自治法 市条例 市規則

第2種協働センター - -
浜松市区役所事務分掌

規則第3条第2項

窓口サービス（戸籍・住民基本台帳関係の届出・証
明交付、印鑑登録、介護保険・国民健康保険・後期
高齢者医療・国民年金等に係る届出等）、地域づく
り、生涯学習事業の企画運営

【舞阪】
窓口サービス（戸籍・住民基本台帳関係の届出・証
明交付、印鑑登録、介護保険・国民健康保険等に係
る届出等）、地域づくり、生涯学習推進、防災、地
域振興事業等

【引佐、三ケ日】
※舞阪協働センターの分掌に以下を追加
福祉に係る申請等の受付、介護保険・国民健康保険
等に係る相談、臨時運行許可、農林水産業に係る申
請等の受付、林道の簡易な維持補修（引佐のみ）等
【春野、佐久間、水窪、龍山】
※引佐・三ケ日協働センターの分掌に以下を追加
福祉に係る相談、狂犬病予防、環境政策の初期対
応、商工業振興の受付・相談、観光、農林水産業に
係る相談、林道の簡易な維持補修、公共交通、市営
住宅の相談、交通安全対策　等

行政センター - - - -

※協働センターの「公の施設」としての位置付けは浜松市協働センター条例に規定

行政組織の様々なあり方と本庁と区役所や専門組織との組織のあり方

組織
設置根拠法令

分掌

第1種協働センター - -
浜松市区役所事務分掌

規則第3条第1項

資料１-①②



地方自治法 市条例 市規則
組織

設置根拠法令
分掌

【浜松西、浜松北】
地域協議会、地域自治振興、地域の単位自治会

【雄踏、細江、天竜】
※浜松西・浜松北地域自治ｾﾝﾀｰの分掌に以下を追加
生涯学習、文化・スポーツ振興、商工業振興の受
付・相談、農林水産業振興の受付・相談等

【舞阪、引佐、三ケ日、春野、佐久間、水窪、龍
山】
※雄踏・細江・天竜地域自治ｾﾝﾀｰの分掌に以下を追
加
住居表示、税務相談、防災、戸籍、住民基本台帳、
印鑑登録その他市民窓口業務、福祉の相談・事業の
実施、介護保険・国民健康保険等の相談・申請の受
付、生活衛生の相談・受付、環境政策の初期対応、
臨時運行許可、観光振興、林道の簡易な維持補修
（引佐、春野、佐久間、水窪、龍山のみ）、道路の
簡易な維持補修（春野、佐久間、水窪、龍山の
み）、市営住宅の相談　等

区(区役所)
地方自治法
第252条の20

浜松市区及び区協議会
の設置等に関する条例

第3条
-

区役所の総括、防災、財産管理、地域振興事業、自
治会総括、住居表示、統計、生涯学習、スポーツ振
興、地域の環境事務、商工業振興の受付・相談、戸
籍、住民基本台帳、印鑑登録その他市民窓口業務、
地域福祉、児童福祉、生活保護、障害者福祉、介護
保険、高齢者福祉、国民健康保険、国民年金、地域
保健　等

総合区
地方自治法

第252条の20の2
- - -

区協議会
地方自治法
第252条の20

浜松市区及び区協議会
の設置等に関する条例

-
市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必
要と認めるものについて、審議し、市長その他の市
の機関に意見を述べる

附属機関
（任意の区協議会）

地方自治法
第138条の4

条例 -
自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他
の調停、審査、諮問又は調査のための機関

小規模多機能自治 - - - -

地域自治センター

※平成19年4月1日現在

地方自治法
第202条の4

浜松市区及び地域自治
区の設置等に関する条

例第17条
-



平成29年度 令和元年度

 指定都市名
住基人口
（Ｈ29.1.1）

総職員数
（Ｈ29.4.1）

人口１万
当たり
職員数

 指定都市名
住基人口
（Ｈ31.1.1）

総職員数
（Ｈ31.4.1）

人口１万
当たり
職員数

相 模 原 市 716,981 7,614 106.20 相 模 原 市 718,367 7,604 105.85

福 岡 市 1,514,924 16,139 106.53 福 岡 市 1,540,923 16,473 106.90

さ い た ま 市 1,281,414 13,766 107.43 浜 松 市 804,780 8,826 109.67

浜 松 市 807,893 8,897 110.13 さ い た ま 市 1,302,256 14,367 110.32

堺 市 844,030 9,323 110.46 堺 市 837,773 9,365 111.78

札 幌 市 1,947,494 22,490 115.48 札 幌 市 1,955,457 22,483 114.98

横 浜 市 3,735,843 43,520 116.49 横 浜 市 3,745,796 43,793 116.91

岡 山 市 708,652 8,433 119.00 千 葉 市 970,049 11,560 119.17

千 葉 市 965,607 11,685 121.01 岡 山 市 709,241 8,468 119.40

広 島 市 1,193,857 14,571 122.05 広 島 市 1,196,138 14,591 121.98

静 岡 市 709,041 8,775 123.76 北 九 州 市 955,935 11,800 123.44

川 崎 市 1,474,167 18,834 127.76 静 岡 市 702,395 8,771 124.87

北 九 州 市 966,628 12,743 131.83 川 崎 市 1,500,460 18,850 125.63

熊 本 市 733,844 9,721 132.47 大 阪 市 2,714,484 34,591 127.43

仙 台 市 1,058,517 14,201 134.16 熊 本 市 734,105 9,764 133.01

神 戸 市 1,546,255 21,192 137.05 仙 台 市 1,062,585 14,465 136.13

京 都 市 1,418,340 19,693 138.85 神 戸 市 1,538,025 21,185 137.74

新 潟 市 800,112 11,321 141.49 京 都 市 1,412,570 19,487 137.95

名 古 屋 市 2,279,194 34,887 153.07 新 潟 市 792,868 11,236 141.71

大 阪 市 2,691,425 41,665 154.81 名 古 屋 市 2,294,362 35,077 152.88

合計 27,394,218 349,470 127.57 合計 27,488,569 342,756 124.69

※人口1万人当たり職員数の少ない都市から順に並び替え 参照：総務省定員管理調査

令和2年6月18日
総務部人事課

正規職員数の政令市比較

資料２
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平成２７年９月１６日 

総務部人事課 

区役所に係る組織改正の検証について 

１ 組織改正の目的 

ア 組織の簡素化 ← 課の統廃合、組織のフラット化

イ 事務の効率化

ウ 組織の機能強化（職員の専門性の向上） 

エ 市民サービスの向上 ← 新たな行政需要への対応

【本庁と区役所の役割分担の見直しに係る考え方】

①市民が直接関わらない事務事業や内部事務はできるだけ本庁へ集約 

②専門職員が限られ、職員の分散による専門知識が低下している分野、育成が困難な分野や、

集約化が効果的な業務は本庁へ集約

③市民に身近な行政サービスの提供は区役所で実施

２ 組織改正の内容と効果 

ア 組織数・職員数の変遷 

年 月 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4 H23.7 H24.4 H24.9 H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 

組

織

数

区分 部 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 

中区 2 8 9 9 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

東区 2 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

西区 2 10 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

南区 2 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

北区 3 10 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

浜北区 3 10 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

天竜区 3 11 10 10 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

地域自

治ｾﾝﾀｰ 
 26 20 17 17 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

計 17 89 80 78 66 66 54 47 47 48 48 48 48 48 48 48 

職員数 1,608 1,509 1,472 1,374 1,231 1,156 1,062 1,047 1,022 1,019 1,008 993 994 981 958 

※地域自治センターは、平成 24 年 4 月以降は第一種協働センターの数を記載

 イ 組織改正の内容と人員削減効果 

①組織の統廃合、フラット化 

年度 内容 削減人数 

Ｈ２０ 
保健衛生課と健康増進課の統合（西・北・浜北・天竜区） △ 4 

地域自治センター地域生活課と地域福祉課の統合（天竜区） △ 4 

← 本庁と区役所の役割分担の見直し

行財政改革・大都市制度調査特別委員会勉強会 

         枠内は

令和２年６月１８日更新
資料３
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年度 内容 削減人数 

区役所部長職の廃止 △ 9 

雄踏・細江地域自治センター職員の兼務（区振興課へ） △ 2 

Ｈ２１ 
地域自治センター地域生活課と地域福祉課の統合（西・北区） △ 3 

総務企画課・区振興課・まちづくり課の３課を２課に再編（南区） △ 2 

Ｈ２２ 

総務企画課・区振興課・まちづくり課の３課を２課に再編（南区以外） △ 18 

社会福祉課とこども家庭課を統合（中区） △ 3 

長寿支援課と保険年金課を統合（中区） △ 3 

Ｈ２４ 
区振興課・区民生活課・まちづくり推進課の３課を２課に再編（東・南区） △ 4 

地域自治センターの協働センター化 △ 44 

計 △ 93 

②本庁と区役所の事務分担の見直し 

【区役所→本庁】

年度 内容 
区削減

人数 

本庁増

加人数 

集約効

果人工 

Ｈ２０ 

土木事務（小規模修繕以外の工事を本庁へ集約） △ 26 25 △ 1 

シティマラソン、市民オペラ開催事業の移管（中区） △ 2 2 0 

国保年金収納管理業務の移管（中区） △ 1 1 0 

介護・障害関係事務（認定調査会事務局等） △ 7 6 △ 1 

Ｈ２１ 

保健所業務（西・北・浜北・天竜区保健衛生課業務の集約） △ 31 26 △ 5 

会計審査事務の移管（浜北区） △ 1 0 △ 1 

消防団業務（西区・北区） △ 5 3 △ 2 

Ｈ２２ 

中区補助執行業務（社会福祉部所管業務） △ 32 32 0 

中区補助執行業務（こども家庭部所管業務） △ 7 7 0 

斎場業務の移管（中区） △ 3 3 0 

産業業務（商工・農林事務）                    (a) △ 66 51 △ 15 

市営住宅業務（中区・北区・浜北区）                   (b) △ 13 13 0 

Ｈ２３ 

戸籍住民業務の移管（H22.7） △ 4 4 0 

本庁税務職員が中区税務課職員を兼務（H22.8） △ 43 41 △ 2 

住居表示業務移管 △ 1 1 0 

Ｈ２４ 

土木事務（区役所の全ての土木事務を集約）（H23.7）    (c) △ 84 84 0 

環境保全業務 △ 8 7 △ 1 

区版広報廃止に伴う広報業務 △ 7 1 △ 6 

Ｈ２５ 

税務事務 （H24.9）                                (d) △ 93 78 △ 15 

区役所人事業務 △ 7 1 △ 6 

龍山消防団業務の移管（天竜区） △ 1 1 0 

Ｈ２６ 区会計審査事務 △ 10 8 △ 2 

Ａ 
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中山間地域振興業務の移管（天竜区） △ 3 3 0 

Ｒ２ 保育所入所業務の移管 △10 10 0 

計 △ 465 408 △ 57 

※本庁への業務集約に伴い、市民サービスの低下を招かないための配意

 ①本庁からの距離を考慮し、区役所等に第１種・第２種事業所又はグループを設置

・ (a) 北区に「北部農業事務所」、天竜区に「天竜森林事業所」を設置

・ (b) 住宅課の第２種事業所として北区に「北住宅管理事務所」、浜北区に「浜北天竜住宅管理

事務所」を設置

・ (c) 各区役所に土木管理や土木工事に係るグループを設置

・ (d) 北区・天竜区に資産税課のグループを設置

  ②各種申請の受付や相談等は引き続き区役所の他課等で実施

・ (a) 商工業、農林業関係の書類の申請、相談等

・ (d) 税の申告書の受付、証明書の発行      等

【本庁→区役所】

年度 内容 
区役所増

加人数 

本庁削

減人数 

効果人

数 

Ｈ２１ 東区・南区健康づくり課の新設 37 △ 33 4 

Ｈ２２ 中区健康づくり課の新設 26 △ 22 4 

Ｈ２５ 精神保健業務の移管（浜北支所→浜北区健康づくり課） 1 △ 1 0 

計 64 △ 56 8 

③新たな行政需要への対応 

年度 内容 
区役所増

加人数 

H２０ 中区こども家庭課の新設 ３ 

H２７ 中区生活福祉課の新設 0 

計 ３ 

職員削減効果 

Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ＝ △１３９ 

ウ 区役所の満足度調査結果 

平成２１年１０月と平成２４年１月に実施した、区協議会委員を対象とした「区役所の現状」に係

るアンケート調査の結果、「利便性」や平成２２年、２３年で組織改正を行った分野の業務内容の「満

足度」における評価はほぼ横ばいであることから、組織の統廃合や本庁への集約に伴い、市民サービ

スの提供体制には大きな影響を与えていないと考えられる。 

 なお、経年比較はできないが、平成２６年に実施した、区役所利用者を対象としたアンケート調査

の結果、「提供するサービスの内容」についての満足度の平均が４．１と概ね高い評価を得ている。

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 
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◎区協議会委員を対象としたアンケート調査結果（抜粋） 

【区役所の利便性】 ＜5段階評価の平均：5（向上した） ～ 1（低下した）＞ 

評価項目 年度 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区 全区 

利便性 
H23 3.00  4.40 3.50 3.71 3.18 3.18 3.15 3.35 

H21 3.06  3.87 3.93 3.85 3.20 2.87 2.83 3.37 

【業務の満足度】  ＜5 段階評価の平均：5（向上した） ～ 1（低下した）＞ 

評価項目 年度 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区 全区 

防災対策 
H23 2.91 4.00 2.54 3.07 2.91 2.94 2.83 2.94 

H21 3.15 3.00 3.19 3.23 2.83 3.07 2.82 3.05 

広聴、 

自治会 

H23 3.14 4.67 3.62 3.88 3.27 3.21 3.00 3.43 

H21 3.33 3.80 3.80 4.00 3.07 3.40 2.92 3.50 

生涯学習 
H23 3.27 4.67 3.92 3.33 3.13 3.00 2.71 3.29 

H21 3.27 3.87 3.13 3.31 2.69 2.75 2.50 3.10 

産業振興 
H23 2.50 3.67 3.40 2.38 2.67 2.61 2.62 2.74 

H21 2.67 3.64 3.00 2.29 2.79 2.63 2.42 2.78 

農林 

水産業 

H23 2.83 3.00 3.20 2.23 2.64 2.71 2.54 2.68 

H21 2.83 3.23 2.75 2.36 2.92 2.71 2.50 2.75 

税金 
H23 2.78 4.00 3.08 3.31 2.87 2.94 2.64 3.00 

H21 3.00 3.38 3.27 3.36 3.21 2.86 2.92 3.15 

戸籍・ 

住民票 

H23 3.54 4.83 4.00 3.94 3.60 3.42 3.36 3.71 

H21 3.63 4.13 3.80 3.87 3.43 3.75 3.17 3.70 

社会福祉 
H23 2.83 4.00 3.58 3.27 3.21 3.11 3.15 3.24 

H21 3.33 3.85 3.40 3.27 3.00 2.94 2.67 3.21 

国保・ 

年金 

H23 3.00 4.50 3.17 3.19 3.21 2.95 3.14 3.20 

H21 3.27 3.54 3.33 3.38 3.38 3.00 3.08 3.28 

地域保健 
H23 2.89 3.67 3.18 3.33 3.17 3.12 3.31 3.21 

H21 3.31 3.31 3.14 3.38 3.42 2.92 2.91 3.20 

都市計画 
H23 2.63 3.20 2.90 2.64 2.46 2.89 2.64 2.74 

H21 2.77 2.90 3.09 2.86 2.90 2.82 2.70 2.86 

◎区役所利用者アンケート調査結果（抜粋）  ＜5 段階評価の平均：5（満足）～ 1（不満）＞ 

評価項目 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区 全区 

提供するサービスの内容 4.2  4.3 4.2 4.1 3.8 3.9 4.0 4.1 



№４①

・普通会計決算における歳入・歳出（性質的分類）の年度比較

令和元年度浜松市の財政のすがた【資料編】 資料４-①





№４②

・普通会計決算における歳入・歳出（性質的分類）の政令市比較

令和元年度浜松市の財政のすがた【資料編】 資料４-②





・財政指標の政令市比較（財政力指数、経常収支比率、市債残高、将来負担比率等）

令和元年度浜松市の財政のすがた【資料編】 資料４-③













行財政改革・大都市制度調査特別委員会勉強会 

平 成 ２ ７ 年 ８ 月 １ ２ 日 

市民部市民協働・地域政策課 

浜松市の市民サービスの提供体制について 

１ 市民サービス提供組織について 

（１）体制の全体像 

※教育委員会等他の執行機関を除く。

市

民

①－４ 区役所（７か所）

①－３ 協働センター

第１種（７か所）

※区役所にならなかった旧町村役場

第２種（３５か所）

※旧公民館等

①－２ ふれあいセンター（８か所）

※天竜区内の旧小規模公民館

①－１ 市民サービスセンター（９か所）
※単独の市民サービスセンター

一般的な出先機関

地域におけるサービス提供体制

専門的な出先機関

②－２ 本庁（１１部６６課）

・企画調整部 ・こども家庭部

・総務部 ・環境部

・財務部 ・産業部

・市民部 ・都市整備部

・健康福祉部 ・土木部

・デジタル・ス

マートシティ

推進事業本部

②－１ 事業所
第１種（２２か所） 第２種（１０３か所）

・保健所浜北支所 ・天竜森林事務所

（１か所） ・北部住宅管理事務所

・清掃、環境事業所

（４か所）

・土木整備事務所

（４か所）

・児童相談所 ・フィルムコミッショ

（１か所） ン推進室

ほか ・計量検査所 ほか

枠内は 

令和２年６月１８日更新

資料６-①②



（２）市民サービス提供組織の各々の機能・役割 

  ①－１ 市民サービスセンターの機能・役割 

    ア 証明書交付等窓口サービスの提供

  ①－２ ふれあいセンターの機能・役割 

    ア 証明書交付等窓口サービスの提供

    イ 生涯学習の拠点

  ①－３ 協働センターの機能・役割 

    ア 証明書交付等窓口サービスの提供

    イ 生涯学習の拠点

    ウ 地域づくりの拠点

    エ 地域特性へ配慮し、防災業務等を付加

  ①－４ 区役所の機能・役割 

    ア 市民に身近なサービスを効果的・効率的に提供する機能（行政サービスの最前線） 

    イ 市民と市政をしっかりとつないでいく機能（行政情報の受発信拠点） 

    ウ 市民との協働により、まちづくりを推進する（地域の課題を発見、解決する）機能 

      （市民協働の要、地域課題のコーディネート役） 

  ②－１ 事業所の機能・役割 

    ア 全市、全庁的な政策、施策の企画立案 

    イ 政策、施策が広範囲に及び普遍性が大きい業務の実施 

    ウ 専門職員が限られ、育成が困難な分野や、集約化が望ましい業務 

      ※必要に応じて、広範な市域を効率的にカバーするため、事業所を設置している。 

  ②－２ 本庁の機能・役割 

    ア 国・県等との協議、調整等の対外的折衝 

    イ 全市、全庁的な政策、施策の企画立案 

    ウ 政策、施策が広範囲に及び、普遍性が大きい業務の実施 

    エ 情報、データ等の一元管理や統括が政策、施策に直結する業務の実施 

    オ 各部局が所掌する事務事業に係る統括・監督 

    カ 各区間の調整 

    キ 専門職員が限られ、育成が困難な分野や、集約化が望ましい業務 



２ 区役所について 

(1)区役所各課の業務と体制（R2.4.1 現在）  

※職員数 上段：正規 中段：再任用 下段：会計年度任用職員 

課名・主な業務 中 東 西 南 北 浜北 天竜 

①区振興課

防災、広聴広報、区職員の人事・福利厚生、

個人情報、財産管理、市民安全、区の振興、

区協議会、ＵＤ、区選挙管理委員会

19 

（2） 

[6] 

14 

(5) 

[6] 

17 

（7） 

[5] 

13 

(2) 

[7] 

17 

（3） 

[3] 

20 

（5） 

[4] 

22 

（3） 

[2] 

市民協働、自治会、コミュニティ支援（中・

西・北・浜北・天竜区）

観光、商工農林業、公共交通、緑化推進、交

通安全（東・南区）

②区民生活課 

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他の市民

窓口サービス、税関係、埋火葬、斎場、墓地・

墓園、市民相談

42 

（1） 

[60] 

22 

(1) 

[20] 

12 

（2） 

[14] 

17 

(2) 

[20] 

13 

（0） 

[14] 

12 

（2） 

[16] 

7 

（1） 

[2] 

市民協働、自治会、コミュニティ支援、文化・

スポーツ振興、生涯学習、動物愛護、環境、

臨時運行、市営住宅（東・南区）

③まちづくり推進課 

文化・スポーツ振興、生涯学習、動物愛護、

環境、臨時運行、市営住宅、観光、商工農林

業、公共交通・緑化推進、交通安全 

10 

（2） 

[4] 

― 13 

（1） 

[4] 

― 16 

（5） 

[3] 

16 

（2） 

[6] 

19 

（1） 

[3] 

④社会福祉課 

地域福祉、生活保護（中区以外）、障害者福

祉、子ども福祉、母子福祉 

31 

(10) 

[33] 

23 

（2） 

[10] 

20 

（2） 

[12] 

25 

（2） 

[9] 

19 

（1） 

[9] 

19 

（1） 

[13] 

15 

（2） 

[7] 

⑤生活福祉課 

生活保護 

48 

（1） 

[11] 

― ― ― ― ― ― 

⑥長寿保険課 

高齢者福祉、介護保険、国保・年金、後期高

齢者医療 

30 

（2） 

[48] 

17 

（2） 

[20] 

14 

（3） 

[14] 

15 

（1） 

[16] 

17 

（0） 

[17] 

15 

（2） 

[11] 

13 

（1） 

[7] 

⑦健康づくり課 

母子保健、予防接種、がん検診、自立支援医

療、育成医療、歯科検診 

33 

（0） 

[13] 

17 

（0） 

[4] 

22 

（2） 

[2] 

18 

（0） 

[6] 

26 

（3） 

[4] 

19 

（2） 

[3] 

22 

（0） 

[5] 

職員数合計 正規職員数 213 93 98 88 108 101 98 

再任用職員数 （18) （10） （17） （7） （12） （14） （8） 

会計年度任用職員数 [175] [60] [51] [58] [50] [53] [26] 

職員数総計 406 163 166 153 170 168 132 

※職員数は、区出先機関の職員数を除く

※会計年度任用職員は旧非常勤職員（旧臨時職員を除く）



まちづくり活動の支援

情報提供、情報交換の推進

地域課題解決に向けた取組み

地域団体の連携の支援

※１ 単独協働センター＝中区：中部・西部・南部・北部、　西区：雄踏、　南区：可美、　北区：細江、　天竜区：二俣
※２ 浜北区：赤佐・北浜南部・浜名協働センターで取り扱う窓口サービスは１７種
※3 市民サービスセンターのうち、龍山北サービスセンターで取り扱う窓口サービスは１６種

駅前　北部

高丘葵　飯田

可美　新都田

赤佐　鹿島

龍山北 ※３

○

農林道の簡易な維持管理

○

○

○

○ ○

○

○ ○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○○

○ ○付
加
す
る
業
務

防災業務

施設の利用許可、施設の不備・破損等の対応

地域固有事業支援

中山間地域振興（天竜区、引佐北部地域）

窓口サービス（介護保険、国保・年金異動、後期高齢者医療など）

窓口サービス（上記以外で地域自治センターで取り扱っていたもの）

○

基
本
的
な
業
務

業務

地域づくりの拠点

○

○

○

○

○生涯学習事業・文化スポーツ活動の企画・運営

○

○ ○ ○

○

林道の簡易な維持管理（引佐・天竜区）

○ ○

窓口サービス（１０３種）　※２

環境対策の初期対応

サービス
センター

協働センター
ふれあい
センター

旧

浜松

浜北

単独

協働

セン

ター

※１

光明

ふれあい

センター

他の

ふれあい

センター

舞阪
引佐

三ヶ日

天竜

区
(除二俣）

○

○ ○

○

○○

(2) 区出先機関の業務と体制 

  ア 業務の内容 



イ 職員数（R2.4.1 現在） 

1 中 2 東部協働ｾﾝﾀｰ 2 1 9 34 北 2 三方原協働ｾﾝﾀｰ 2 1 7

2 中 2 富塚協働ｾﾝﾀｰ 2 1 6 35 北 2 都田協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4

3 中 2 高台協働ｾﾝﾀｰ 2 1 7 36 北 2 細江協働ｾﾝﾀｰ 0 0 0

4 中 2 西部協働ｾﾝﾀｰ 2 0 3 37 北 市 新都田市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1 0 3

5 中 2 佐鳴台協働ｾﾝﾀｰ 2 0 7 38 北 1 引佐協働ｾﾝﾀｰ 10 4 3

6 中 2 北部協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 39 北 1 三ヶ日協働ｾﾝﾀｰ 10 1 6

7 中 2 県居協働ｾﾝﾀｰ 2 0 6 25 7 23

8 中 2 南部協働ｾﾝﾀｰ 2 0 2 40 浜北 2 北浜南部協働ｾﾝﾀｰ 2 2 1

9 中 2 中部協働ｾﾝﾀｰ 1 0 3 41 浜北 2 浜名協働ｾﾝﾀｰ 2 0 3

10 中 2 曳馬協働ｾﾝﾀｰ 2 1 10 42 浜北 2 中瀬協働ｾﾝﾀｰ 2 0 4

11 中 市 北部市民ｻｰﾋﾞｽセンター 1 1 7 43 浜北 2 麁玉協働ｾﾝﾀｰ 2 0 4

12 中 市 駅前市民ｻｰﾋﾞｽセンター 1 0 5 赤佐市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 0 0 0

13 中 市 高丘葵市民ｻｰﾋﾞｽセンター 1 1 3 （浜北地域活動・研修ｾﾝﾀｰ） 2 2 1

22 7 72 10 4 13

14 東 2 蒲協働ｾﾝﾀｰ 2 1 5 45 天竜 2 二俣協働ｾﾝﾀｰ 2 1 1

15 東 2 天竜協働ｾﾝﾀｰ 2 0 5 46 天竜 ふ 光明ふれあいｾﾝﾀｰ 1 2 0

16 東 2 長上協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 47 天竜 ふ 竜川ふれあいｾﾝﾀｰ 1 1 1

17 東 2 笠井協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 48 天竜 ふ 熊ふれあいｾﾝﾀｰ 1 1 1

18 東 2 積志協働ｾﾝﾀｰ 2 1 9 49 天竜 ふ 上阿多古ふれあいｾﾝﾀー 1 2 0

10 4 27 50 天竜 ふ 下阿多古ふれあいｾﾝﾀｰ 1 2 0

19 西 2 神久呂協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 51 天竜 ふ 浦川ふれあいｾﾝﾀｰ 1 2 0

20 西 2 入野協働ｾﾝﾀｰ 2 2 3 52 天竜 ふ 山香ふれあいｾﾝﾀｰ 1 2 0

21 西 2 伊佐見協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 53 天竜 ふ 城西ふれあいｾﾝﾀｰ 1 2 0

22 西 2 和地協働ｾﾝﾀｰ 1 0 5 54 天竜 市 鹿島市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 0 0 2

23 西 2 庄内協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 55 天竜 市 龍山北市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 0 0 0

24 西 2 篠原協働ｾﾝﾀｰ 2 1 3 56 天竜 1 春野協働ｾﾝﾀｰ 15 6 1

25 西 2 雄踏協働ｾﾝﾀｰ 0 1 2 57 天竜 1 佐久間協働ｾﾝﾀｰ 17 3 2

26 西 1 舞阪協働ｾﾝﾀｰ 5 4 3 58 天竜 1 水窪協働ｾﾝﾀｰ 13 3 3

16 11 28 59 天竜 1 龍山協働ｾﾝﾀｰ 9 3 3

27 南 2 南陽協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4 64 30 14

28 南 2 五島協働ｾﾝﾀｰ 2 1 5 159 67 202

29 南 2 白脇協働ｾﾝﾀｰ 2 0 5

30 南 2 新津協働ｾﾝﾀｰ 2 1 4

31 南 2 可美協働ｾﾝﾀｰ 2 1 1

32 南 市 可美市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1 0 3

33 南 市 飯田市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1 0 3

合計

総計 428

中区小計

東区小計

西区小計

北区小計

浜北区小計

天竜区小計

区 種 施設名

44 浜北 市

職員数

正
規

再
任
用

会

計

年

度

任

用

正
規

再
任
用

会

計

年

度

任

用

№ 区 種 施設名

職員数

№

※種：１=第 1種協働ｾﾝﾀｰ 2=第 2 種協働ｾﾝﾀｰ 市=市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ふ=ふれあいｾﾝﾀｰ 

※会計年度任用職員は旧非常勤職員（旧臨時職員を除く） 

(3) 今後の取り組み 

  企画調整部、総務部、市民部でプロジェクト・チームを立ち上げ、区出先機関を中

心とした効果的・効率的な区役所サービス提供体制について議論を行っている。サー

ビスの最適化や経営資源の再配分を行う中で、市民にとって身近な施設である協働セ

ンターの機能の強化・充実を中心に検討を進めていく。

  ① 区役所 

   ア 来庁者アンケートによる窓口サービス等、市民ニーズを把握



   イ 区役所業務取扱件数調査の実施による業務量の検証

   ウ 区役所職員・区出先機関職員との意見交換を実施

  ② 区出先機関 

ア 窓口サービスの検証 

・現在、協働センターで対応している窓口サービス（103 種）の検証

・マイナンバー導入を見据え、コンビニ交付等によるサービスの検討

イ 地域の拠点としての機能拡大 

・ＩＣＴの活用により、本庁や区役所で行っている専門性の高い相談業務を協

働センターなどでも行える仕組みについて導入を検討

・地域づくりの拠点としての業務の充実

・協働センターを核とした、地域力向上事業の企画・立案

・職員研修の強化と再任用職員等ベテラン職員の配置

・協働センター配置基準の検討

ウ 地域との協働による生涯学習の推進 

・人材育成の推進による、地域自主企画講座等の拡大

エ 施設整備 

・協働センター施設の改修及び機能改善



資料７





（単位：人）

旧非常勤 旧臨時

8,795 557 1,395 193 10,940
危機管理監 24 2 5 0 31

危機管理課 24 2 5 0 31

企画調整部 73 0 25 2 100
企画課 20 0 0 0 20

東京事務所 5 0 1 0 6

広聴広報課 15 0 15 1 31

国際課 8 0 6 0 14

情報政策課 25 0 3 1 29

総務部 82 5 18 0 105
秘書課 11 0 0 0 11

人事課 25 1 4 0 30

政策法務課 19 2 1 0 22

職員厚生課 7 1 7 0 15

文書行政課 20 1 6 0 27

財務部 324 36 71 2 433
財政課 18 0 1 0 19

アセットマネジメント推進課 17 1 13 0 31

公共建築課 29 2 4 0 35

調達課 19 2 2 0 23

技術監理課 16 6 2 0 24

税務担当 225 25 49 2 301

税務総務課 22 1 4 0 27

市民税課 71 7 15 1 94

資産税課 71 13 9 1 94

収納対策課 61 4 21 0 86

市民部 136 11 64 0 211
市民生活課 19 3 17 0 39

市民協働・地域政策課 16 0 4 0 20

ＵＤ・男女共同参画課 7 1 3 0 11

文化振興担当 94 7 40 0 141

創造都市・文化振興課 19 0 2 0 21

スポーツ振興課 15 0 2 0 17

文化財課 18 4 14 0 36

美術館 6 0 2 0 8

中央図書館 36 3 20 0 59

健康福祉部 399 31 129 2 561
福祉総務課 23 3 8 0 34

障害保健福祉課 32 0 13 0 45

高齢者福祉課 21 0 8 0 29

介護保険課 26 2 12 0 40

国保年金課 34 3 10 0 47

障害者更生相談所 8 0 3 0 11

健康医療担当 197 20 59 2 278

健康医療課 25 2 9 1 37

病院管理課 14 1 0 0 15

健康増進課 34 5 19 1 59

精神保健福祉センター 13 0 5 0 18

看護専門学校 20 3 5 0 28

保健環境研究所 33 4 7 0 44

佐久間病院 58 5 14 0 77

保健所 58 3 16 0 77

保健総務課 16 1 6 0 23

生活衛生課 29 1 8 0 38

保健所浜北支所 13 1 2 0 16

合計

合計

　　　　R2.4.1所属別職員数

所属名 一般 再任用
会計年度任用

資料８



（単位：人）

旧非常勤 旧臨時
合計

　　　　R2.4.1所属別職員数

所属名 一般 再任用
会計年度任用

こども家庭部 695 24 117 142 978
次世代育成課 12 3 5 0 20

子育て支援課 22 1 4 1 28

幼児教育・保育課 45 6 17 0 68

保育園 270 13 68 120 471

幼稚園 286 1 13 21 321

児童相談所 60 0 10 0 70

環境部 223 34 32 0 289
環境政策課 15 1 2 0 18

環境保全課 18 2 0 0 20

ごみ減量推進課 16 1 1 0 18

産業廃棄物対策課 14 4 3 0 21

廃棄物処理課 33 2 5 0 40

南清掃事業所 65 10 10 0 85

平和清掃事業所 22 3 5 0 30

浜北環境事業所 24 2 4 0 30

天竜環境事業所 16 9 2 0 27

産業部 227 24 38 3 292
産業総務課 22 1 6 0 29

産業振興課 42 0 1 0 43

企業立地推進課 11 2 2 0 15

エネルギー政策課 7 0 4 0 11

観光・ブランド振興担当 24 0 6 1 31

観光・シティプロモーション課 24 0 6 1 31

農林水産担当 121 21 19 2 163

農業水産課　 15 2 0 0 17

農業振興課 25 4 4 0 33

農地整備課 22 2 7 0 31

農地利用課 32 4 4 2 42

林業振興課 16 3 0 0 19

中央卸売市場 7 5 3 0 15

食肉地方卸売市場 4 1 1 0 6

都市整備部 216 10 34 0 260
都市計画課 20 0 2 0 22

土地政策課 27 0 4 0 31

交通政策課 11 1 0 0 12

市街地整備課 25 0 2 0 27

建築行政課 27 1 4 0 32

住宅課 18 2 8 0 28

北部都市整備事務所 10 1 3 0 14

花みどり担当 78 5 11 0 94

緑政課 18 1 2 0 21

公園課 14 1 1 0 16

公園管理事務所 10 0 3 0 13

動物園 36 3 5 0 44

土木部 245 24 39 1 309
道路企画課 26 0 3 0 29

道路保全課 33 3 4 0 40

河川課 12 0 2 0 14

南土木整備事務所 58 6 14 1 79

北土木整備事務所 26 7 4 0 37

東・浜北土木整備事務所 39 6 7 0 52

天竜土木整備事務所 51 2 5 0 58

7 0 0 0 7
デジタル・スマートシティ推進事業本部 7 0 0 0 7

デジタル・スマートシティ推進事業本部



（単位：人）

旧非常勤 旧臨時
合計

　　　　R2.4.1所属別職員数

所属名 一般 再任用
会計年度任用

中区 235 25 247 3 510
中区・区振興課 19 2 6 0 27

中区・区民生活課 45 3 75 0 123

中区・まちづくり推進課 29 7 61 0 97

中区・社会福祉課 31 10 33 1 75

中区・生活福祉課 48 1 11 1 61

中区・長寿保険課 30 2 48 0 80

中区・健康づくり課 33 0 13 1 47

東区 103 14 87 2 206
東区・区振興課 14 5 6 0 25

東区・区民生活課 32 5 47 1 85

東区・社会福祉課 23 2 10 0 35

東区・長寿保険課 17 2 20 0 39

東区・健康づくり課 17 0 4 1 22

西区 114 28 79 0 221
西区・区振興課 17 7 5 0 29

西区・区民生活課 12 2 14 0 28

西区・まちづくり推進課 24 8 29 0 61

西区・社会福祉課 20 2 12 0 34

西区・長寿保険課 14 3 14 0 31

西区・健康づくり課 22 2 2 0 26

舞阪協働センター 5 4 3 0 12

南区 100 11 83 4 198
南区・区振興課 13 2 7 1 23

南区・区民生活課 29 6 45 0 80

南区・社会福祉課 25 2 9 1 37

南区・長寿保険課 15 1 16 0 32

南区・健康づくり課 18 0 6 2 26

北区 133 19 73 0 225
北区・区振興課 17 3 3 0 23

北区・区民生活課 14 0 17 0 31

北区・まちづくり推進課 20 7 14 0 41

北区・社会福祉課 19 1 9 0 29

北区・長寿保険課 17 0 17 0 34

北区・健康づくり課 26 3 4 0 33

引佐協働センター 10 4 3 0 17

三ヶ日協働センター 10 1 6 0 17

浜北区 111 18 66 0 195
浜北区・区振興課 20 5 4 0 29

浜北区・区民生活課 12 2 16 0 30

浜北区・まちづくり推進課 26 6 19 0 51

浜北区・社会福祉課 19 1 13 0 33

浜北区・長寿保険課 15 2 11 0 28

浜北区・健康づくり課 19 2 3 0 24

天竜区 162 38 40 3 243
天竜区・区振興課 22 3 2 1 28

天竜区・区民生活課 7 1 4 1 13

天竜区・まちづくり推進課 26 10 6 0 42

天竜区・社会福祉課 15 2 7 0 24

天竜区・長寿保険課 13 1 7 1 22

天竜区・健康づくり課 22 0 5 0 27

春野協働センター 15 6 1 0 22

佐久間協働センター 20 9 2 0 31

水窪協働センター 13 3 3 0 19

龍山協働センター 9 3 3 0 15



（単位：人）

旧非常勤 旧臨時
合計

　　　　R2.4.1所属別職員数

所属名 一般 再任用
会計年度任用

会計管理者 31 2 4 2 39
会計課 31 2 4 2 39

消防局 890 24 13 1 928
消防局・消防総務課 23 4 4 0 31

消防局・予防課 21 2 1 0 24

消防局・警防課 28 7 1 0 36

消防局・情報指令課 32 1 0 0 33

中消防署 142 1 2 1 146

東消防署 119 1 2 0 122

西消防署 123 1 2 0 126

南消防署 113 1 1 0 115

北消防署 122 3 0 0 125

浜北消防署 77 2 0 0 79

天竜消防署 90 1 0 0 91

上下水道部 246 30 22 0 298
上下水道総務課 22 0 1 0 23

お客さまサービス課 37 8 5 0 50

水道工事課 47 4 4 0 55

下水道工事課 42 0 2 0 44

浄水課 16 4 1 0 21

下水道施設課 22 4 3 0 29

北部上下水道課 30 5 2 0 37

天竜上下水道課 30 5 4 0 39

教育委員会 3,976 147 104 25 4,252
教育総務課 47 4 8 0 59

教育施設課 21 1 7 0 29

教職員課 46 0 6 0 52

指導課 36 1 22 0 59

教育センター 12 1 7 0 20

健康安全課 20 2 9 0 31

小学校 2,400 83 35 22 2,540

中学校 1,318 54 7 3 1,382

浜松市立高等学校 76 1 3 0 80

人事委員会事務局 9 0 3 0 12
人事委員会事務局 9 0 3 0 12

監査事務局 13 0 1 0 14
監査事務局 13 0 1 0 14

農業委員会事務局 0 0 0 0 0
農業委員会事務局 0 0 0 0 0

議会事務局 21 0 1 1 23
議会総務課 7 0 1 1 9

議事課 7 0 0 0 7

調査法制課 7 0 0 0 7



総務管理G 秘書G 財政計画G 管理調整G 総務調整G 監査・調整G 企画調整G 総務・金融G 総務調整G 総務用地G
計画推進G 財源G 市民安全G 施設管理G 管理・育成G 環境共生G 基盤整備G 企画G
事業推進G 議会G 生活保護G 病院整備G 温暖化対策G 団体指導G 都市総務G 整備G

施設管理G 計画G
組織・任用G 都市戦略G
給与G

津波対策G 制度管理G 経営推進G 総務G
PFI推進G 医事G 水質保全G 事業推進G

一般病棟G 手当・助成G 都市計画G
指導監査G 療養病棟G 家庭支援G 建築行政G

人材開発G 外来G 雇用勤労G
首都圏活動G 復帰支援G 資産管理G 市民協働G 支援G 計画調整G 労政企画G 農地総務G 総務G

庁舎車両G 地域政策G 薬剤G 指導許可G 農地調整G 企画調整G
政策調整G 医療技術G 総務G 減量推進G 農地活用G 土地利用G

相談・初期対応G 農地集積G 開発指導G
広報G 法務G 判定第一G 新産業創出G 北部農地利用G 景観推進G 河川・防災G
報道G 訴訟G 建築企画G 医療・就労支援G 判定第二G 浜北農地利用G 景観広告G 用地G
広聴G 長寿命化推進G 指導G 調整・予防G 育成東G 総務計画G 創業支援G 歴史まちづくりG 占用・指導G

営繕建築G UD推進G 健康推進G 育成中G 施設管理G 市場創出G 財産管理G
営繕電気G 共同参画G 母子G 育成西G 情報センターG
営繕機械G 難病支援G 里親推進G 森林・林業政策G 道路保全G
施設保全G 精神保健G 総務調整G 道路修繕G

交通計画G 西保全G

都心政策G
契約制度G 相談・判定G 収集業務G

ICT活用促進G 工事契約G 文化振興G 事業管理G 総務企画G
基盤管理G 安全衛生G 物品購入G 企画G 企画調整G 用地G

健康管理G 就園G 組合指導G 工事G
入所管理G 新清掃工場G 事業対策G 北土木管理G
施設給付・収納G 企業誘致G 再開発G 北土木工事G

技術総務G 施設福祉G 職員管理G 立地推進G
文書情報G 技術企画G 総務調整G 開発整備G
総務統計G 技術管理G 医事薬事G 総務G

施設管理G 建築総務G 総務G
収集G 建築道路G 企画G
焼却発電G 建築耐震G 用地G

生活衛生G 建築安全G 道路整備G
感染症対策G 河川・防災G

道路保全G
税制企画G 振興G 総務G 東土木管理G
収納管理G 施設管理G 指導G 施設管理G 東土木工事G
税務G 総務・給付G 施設G 収集G 観光政策G 企画調整G
還付G 認定G 収納G

保険料G 管理G
誘致支援G 指導第１G 計画・保全G

指導第２G 総務管理G 住まいづくり推進G
管理G 医薬予防G 収集G 総務企画G
市民税システムG 生活衛生G 用地G
市民税総括G 工事第1G
個人市民税第一G 管理・国民年金G 工事第2G
個人市民税第二G 保護活用G 資格･賦課G 総務管理G 海外戦略G
個人市民税第三G 埋蔵文化財G 収納対策G 収集第１G
個人市民税第四G 保健G 収集第２G
特別徴収G 給付G

後期高齢G
博物館運営G 緑政G
学芸G 緑地保全G

減量化推進G 企画調整G
許可審査G 農業政策G

管理G 指導G
土地企画G 美術振興G 水産業振興G
家屋企画G 健康医療G
土地第一G 事業活動G
土地第二G 総務G
家屋第一G 管理G 指導G
家屋第二G 業務G 規制・特車G
償却資産G 長寿命化推進G
北区土地G 図書館管理G 国土調査・境界G
北区家屋G 図書館サービスG 相談支援G
天竜区税務G 調査支援G 地域支援G 施設管理G

凡例 資料・情報G 計画調整G
用地調整G 総務G
建設G 企画G

徴収管理G 事務G 担い手支援G 土木防災G
債権回収G 教務G 生産環境G
整理促進G 北部農業G
徴収第一G 浜北農業G 公園整備G
徴収第二G 天竜農業G 管理調整G
徴収第三G 微生物検査G
徴収第四G 食品分析G

環境測定G

第2種事業所
徴収指導G
特別整理第一G

Gはグループの略 特別整理第二G

システム運用・
支援G

政 策 調 査 官

内部統制・事務
査察G

移住センターG
中山間地域G

デジタル・スマートシ
テ ィ 推進事業本部

大気・騒音対策G

リノベーション
推進G

商業・地域産業G

国営事業推進
担 当 課 長

法人・事業所税G
軽自動車税G

部又は
区役所

課

担当部長 第1種事業所等

収 納 対 策 課

担当課長

農業バイオセ
ンターG

食 肉 衛 生
検 査 所

特 別 滞 納
対 策 室

食 肉 地 方
卸 売 市 場

中 央 図 書 館
精 神 保 健 福 祉
セ ン タ ー

技 術 統 括 監

農 業 振 興 課

公園管理事務所

保 健 環 境
研 究 所

動物愛護教育
セ ン タ ー

動物飼育研究G
秋 野 不 矩
美 術 館

看護専門学校

公 園 課

地区図書館（5）

夜間救急室

動 物 園

美 術 館
健 康 医 療 課

中央卸売市場

次世代農業推進G

花と緑のまち
推進G

河 川 課

三遠南信自動
車 道 整 備
事 務 所

道 路 保 全 課

資 産 税 課

農 業 水 産 課

医 療 担 当 部 長

博 物 館

浜北土木管理G
浜北土木工事G

天竜土木管理G

春野土木工事G

水窪土木工事G産 業 廃 棄 物
対 策 課

緑 政 課
佐久間土木工事G

食品営業許可G

農林水産担当部長

花みどり担当部長
天竜龍山土木
工事G

国 保 年 金 課
海 外 戦 略
担 当 課 長

天竜環境事業所

スポーツコミッショ
ン推進担当課長

天 竜 土 木 整 備
事 務 所

文 化 財 課

北部住宅管理
事 務 所

シティプロ
モーションG

住 宅 課

平和清掃事業所

食品安全対策G

浜北環境事業所

観光 ・ シ テ ィ プロ
モ ー シ ョ ン 課

浜 北 支 所
フィルムコミッ
ション推進室

市 民 税 課

食 品 衛 生
担 当 課 長

スポーツ振興課

介 護 保 険 課

建築確認検査G

生 涯 学 習
担 当 課 長

医療・介護推進
担 当 課 長

東 ・ 浜 北 土 木
整 備 事 務 所

税 務 総 務 課

地域包括ケア
推進G

幼児教育指導
担 当 課 長

観光・ブランド振興担当部長

保育園（ 20 ）

生涯学習推進
G

医療・介護連
携推進G

生 活 衛 生 課

建 築 行 政 課

税 務 担 当 部 長
幼稚園（ 60 ）

南 清 掃 事 業 所

エネルギー政策課

デジタル・スマー
トシティ推進G

企業立地推進課

文 書 行 政 課
創造都市推進
G

保 健 総 務 課
技 術 監 理 課

創 造 都 市 推 進
担 当 課 長 生きがい・長寿政

策G

市街地整備課

高齢者福祉課
新清掃工場建
設 担 当 課 長

保 健 所 幼児教育・保育課

北 土 木 整 備
事 務 所

情 報 政 策 課

障 害 者
更 生 相 談 所

調 達 課

職 員 厚 生 課

創 造 都 市 ・
文 化 振 興 課

収 集 業 務
担 当 課 長

文化振興担当部長

北部収集窓口
セ ン タ ー 商 業 振 興

担 当 課 長口腔保健医療
セ ン タ ー

一時保護所
天竜森林事務

所

国 際 課

経営改革・外郭
団体調整G

精神保健福祉
担 当 課 長

交 通 政 策 課
道路施設管理G

経 営 推 進
担 当 課 長

Ｕ Ｄ ・ 男 女
共 同 参 画 課

ベンチャー支援G
生活支援第２G

廃棄物処理課

市民コールセン
ターG

健 康 増 進 課

政 策 法 務 課 産 業 振 興 課

林 業 振 興 課

公 共 建 築 課
生活支援第１G

広 聴 広 報 課

障害保健福祉課

道路整備第一G
道路整備第二G

南 土 木 整 備
事 務 所

児 童 相 談 所 土 地 政 策 課

庁舎・資産管理
担 当 課 長

市 民 協 働 ・
地 域 政 策 課

ごみ減量推進課 農 地 利 用 課

指 導 監 査
担 当 課 長

東 京 事 務 所

人 材 開 発
担 当 課 長

雇 用 ・ 労 政
担 当 課 長

交通安全施設G
交通安全推進G

戸 籍 ・ 住 基
担 当 課 長

子 育 て 支援課
北 部 都 市 整 備
事 務 所

交通安全対策
担 当 課 長

津 波 対 策
担 当 課 長

アセットマネジメ
ン ト 推 進 課

人 権 啓 発
セ ン タ ー 佐 久 間 病 院 環 境 保 全 課

公営競技室

大都市制度・広域
行 政 担 当 課 長

く ら し の
セ ン タ ー

青 少 年 育 成
セ ン タ ー

人 事 課 計量検査所

総合計画・調整G 医療センターG
都 市 計 画 課

リハビリ病院G

道 路 企 画 課福 祉 総 務 課 病 院 管 理 課 次世代育成課 環 境 政 策 課 産 業 総 務 課 農 地 整 備 課
都市政策調整官

危 機 管 理 課 企 画 課 秘 書 課 財 政 課 市 民 生 活 課

都 市 整 備 部 土 木 部

副市長 副市長

政 策 補 佐 官 危 機 管 理 監 企 画 調 整 部 総 務 部 財 務 部 市 民 部

浜松市組織図 (令和2年4月1日現在) 市  長

地方創生・ＳＤＧｓ
推進G

大都市制度・広域
行政G

ブラジルホストタ
ウン推進G

健 康 福 祉 部 こ ど も 家 庭 部 環 境 部 産 業 部



○教育委員会

※３

総務・防災G 総務・管財G 総務・調整G 総務・企画G 総務・統計G 計画・調整G 総務G 総務G
自治G 地域振興G 防災G 管財・調達G 文書・統計G 企画G
統計G 防災・統計G 財産G 調達・管財G 防災G
財産管理G 統計G 管財G

企画調整G
証明G 就学G

市民協働G 住民記録G 支援G
総務G 生活G 住民記録・証明G 戸籍G 戸籍G 住民記録G 戸籍・住民記録G
戸籍G 証明G 戸籍G 生活G 証明・旅券G 証明G
証明交付G 住民記録G 協働G 住民記録G 戸籍・旅券G
住民記録G 戸籍G 地域連携G

給排水設備G 放課後対策G
企画調整G 生活排水G

旅券G
産業環境G 産業・環境G 任用G

計画交通G 計画調整G 調査G
商工観光G スポーツ振興G

地域福祉G 環境交通G 文化生涯学習G 教材G
こども福祉G 生涯学習G 施設整備G
障害福祉G 地域福祉G
家庭児童相談室G こども福祉G

文化・産業G 地域福祉G
こども福祉G 障害福祉G 制度G
障害福祉G 人事G

高齢者福祉G 定数採用G
介護保険G 地域福祉G 財務G
国保年金G 高齢者福祉G 障害福祉G 給与G

介護保険G こども福祉G 地域福祉G 厚生G
地域福祉G 高齢者福祉G 国保年金G 生活支援G 障害福祉G

介護保険G 家庭児童相談室G
予防G 国保年金G 障害者支援G こども福祉G

こども福祉G 保健第１G
保健第２G 保健第１G 高齢者福祉G

保健第２G 介護保険G 指令管制第一G
保健第１G 保健第３G 国保年金G 高齢者福祉G 指令管制第二G 教育指導G
保健第２G 高齢者福祉G 介護保険G 情報支援第一G 生徒指導G
保健第３G 介護保険G 国保年金G 情報支援第二G 事業調整G

国保年金G
農地調整G

地域振興G 保健活動G ※２ 管理G
地域生活G 鎮玉診療所G 予防G 予防G 相談G

保健第１G 外国人支援G
保健第２G 発達支援G
歯科・栄養G

介護保険G 地域振興G 地域振興G
地域生活G 生涯学習G ※２

市民・福祉G

地域振興G 保健安全G
福祉生活G 地域振興G 学校給食G

保健予防G 生涯学習G 生涯学習G ※２
市民・福祉G

※２

地域振興G
生涯学習G
市民・福祉G

※２

地域振興G
生涯学習G
市民・福祉G

※２

※２

・管理G ・警防第一G ・警防第二G
・査察G ・予防第一G ・予防第二G
・火災調査G ・救急第一G ・救急第二G

※２　各消防署には以下のグループを設置

庶務G

龍 山 水 道 室

出張所（3）

出張所（1）

工務G

天 竜 消 防 署
庶務G

小規模水道G

工務G
出張所（3）

出張所（2）

水道管理G

浜 北 消 防 署

佐 久 間
上 下 水 道 室

出張所（3）

水道整備G

龍山協働センター

下水道G

南 消 防 署

北 消 防 署

天竜上下水道課
※小学校は分校
1、中学校は分校1
を含む。

工務G

市民サービス
センター（1）

庶務G

水 窪
上 下 水 道 室

春 野
上 下 水 道 室

水窪協働センター

水道改良G
水道整備G

水質指導G

※３　市選挙管理委員
会事務局職員は、文書
行政課職員が併任。
市選挙管理委員会事
務局に設置されている
グループについては、
事務分掌図のページを
参照。
※４　区選挙管理委員
会事務局職員は、各区
振興課（中区及び西区
は区振興課及びまちづ
くり推進課、東区及び
南区は区振興課及び
区民生活課）職員が併
任。
各区選挙管理委員会
事務局に設置されてい
るグループについて
は、事務分掌図のペー
ジを参照。

幼稚園（60）
小学校（97）
中学校（49）

ふれあいセン
ター(3) 三 ヶ 日

上 下 水 道 室

学校給食
センター（5）

維持管理G中央センター第１G
中央センター第２G

西 消 防 署

給排水G

健 康 安 全 課
○固定資産評価審査委員会

健 康 づ く り 課

東 消 防 署

北部上下水道課
佐 久 間 協 働
セ ン タ ー 管理調整G

三 ヶ 日 協 働
セ ン タ ー

国民年金・後
期高齢G

出張所（4）

出張所（2）

引佐協働センター 春野協働センター

国民健康保険G

長 寿 保 険 課
浜北農地利用G

健 康 づ く り 課
施設管理G

農地活用G

市立高等学校

管理調整G
中部管理G
施設保全G

高齢者福祉G

農地総務G
教育総合支援
担 当 課 長

中 消 防 署
健 康 づ く り 課

北部農地利用G
下水道施設課

保健予防G支援第四G

舞阪協働センター
水質管理G

農地集積G

保健活動第１G
保健活動第２G

支援第二G

家庭児童相談室G

支援第三G

企画・管理G
健 康 づ く り 課

健 康 づ く り 課

長 寿 保 険 課
管路整備G

相談・調査G
支援第一G

浄 水 課

救急管理G

農業委員会事
務局職員は農
地利用課職員
が併任。

生 活 福 祉 課

長 寿 保 険 課

情 報 指 令 課

改築G

管路保全G

事 務 局

家庭児童相談室G

家庭児童相談室G 技術管理G

指 導 課 ○農業委員会

マイナンバー
カード交付G

障害福祉第二G
障害福祉第一G

家庭児童相談室G
管路維持G

社 会 福 祉 課

健 康 づ く り 課 長 寿 保 険 課

救 急 管 理
担 当 課 長

事 務 局

監査第三G

下水道工事課
教育セ ン ター

こども・地域支援G
計画G

長 寿 保 険 課
社 会 福 祉 課

社 会 福 祉 課

長 寿 保 険 課

監査第二G

健 康 づ く り 課

監査第一G

社 会 福 祉 課
浜北地域活動・
研修センター

管路調整G

○監査委員

協働センター
（10）

家庭児童相談室G

管路工事G
消防航空隊

技術管理G
技術企画G

管理G

教 職 員 課

警 防 課

長 寿 保 険 課
ふれあいセン
ター(5)

社 会 福 祉 課

協働センター
（3）

協働センター
（4）

警防企画G 計画G
協働センター
（1）

水 道 工 事 課

生涯学習・環境G
社 会 福 祉 課

産業スポーツG

消防装備G

まちづくり推進課

環境交通G 建築同意・検査G
生涯学習G

収納G

社 会 福 祉 課
協働センター
（７）

危険物G 受益者負担金G
市民サービス
センター（2）

まちづくり推進課 まちづくり推進課

事 務 局

市民サービス
センター（3）

火災調査G 計量G
教 育 施 設 課

協働センター
（5） 文化スポーツG

まちづくり推進課
保安G

広報・育成G

予防企画G 管理調整G
協働センター
（5）

市民サービス
センター（1）

市民サービス
センター（1）

査察・違反是正G

お 客 さ ま
サ ー ビ ス 課

学校・地域連携
担 当 課 長

調査法制G

まちづくり推進課

市民サービス
センター（1）

○人事委員会

調 査 法 制 課
資金管理G

予 防 課

区 民 生 活 課
経営企画G

審査第五G 財務G 経営戦略G
区 民 生 活 課 区 民 生 活 課

消防団G

区 民 生 活 課
地域自治・防災G 審査第二G

区 民 生 活 課
区 民 生 活 課

区 民 生 活 課

審査第三G
審査第四G

地域振興・防
災G

審査第一G
議 事 課

人事G 経 営 企 画
担 当 課 長

就 学 支 援
担 当 課 長 議会運営G

地域振興G 支出G
消 防 総 務 課

財務G

事 務 局 ※４

○区選挙管理委員会(7) 議 会 総 務 課

収入G 総務・防災G 議会総務G
自治振興・防災G

区 振 興 課
（区会計管理者）

区 振 興 課
（区会計管理者）

会 計 課 消 防 局 上下水道総務課 教 育 総 務 課
区 振 興 課
（区会計管理者）

区 振 興 課
（区会計管理者）

区 振 興 課
（区会計管理者）

区 振 興 課
（区会計管理者）

区 振 興 課
（区会計管理者）

上 下 水 道 部 学 校 教 育 部 事 務 局南 区 役 所 北 区 役 所 浜 北 区 役 所 天 竜 区 役 所 会 計 管 理 者 消 防 長中 区 役 所 東 区 役 所 西 区 役 所

事 務 局水道事業及び下水道
事 業 管 理 者

市 議 会
○消防 ○上下水道 ○市選挙管理委員会

教 育 長

耐震化推進G

情報環境整備G
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○浜松市事務分掌規則 

平成１９年２月１日 

浜松市規則第３号 

改正 （略） 

令和２年３月２４日浜松市規則第５号 

浜松市事務分掌規則（平成９年浜松市規則第３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び

その分掌事務等について必要な事項を定める。 

（課等） 

第２条 浜松市事務分掌条例（昭和４６年浜松市条例第３９号）第１条に規定する部及び

浜松市保健所条例（昭和４９年浜松市条例第２９号）第１条に規定する保健所に次の表

に掲げる課等を置く。 

部等 課等 

企画調整部 企画課 広聴広報課 国際課 情報政策課 

総務部 秘書課 人事課 政策法務課 職員厚生課 文書行

政課 

財務部 財政課 アセットマネジメント推進課 公共建築課

調達課 技術監理課 税務総務課 市民税課 資産

税課 収納対策課 

市民部 市民生活課 市民協働・地域政策課 UD・男女共同参

画課 創造都市・文化振興課 スポーツ振興課 文化

財課 中央図書館 

健康福祉部 福祉総務課 障害保健福祉課 高齢者福祉課 介護

保険課 国保年金課 健康医療課 病院管理課 健

康増進課 

  保健所 保健総務課 生活衛生課 

こども家庭部 次世代育成課 子育て支援課 幼児教育・保育課 

環境部 環境政策課 環境保全課 ごみ減量推進課 廃棄物

処理課 産業廃棄物対策課 

産業部 産業総務課 産業振興課 企業立地推進課 エネル
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ギー政策課 観光・シティプロモーション課 農業水

産課 農業振興課 農地整備課 農地利用課 林業

振興課 

都市整備部 都市計画課 土地政策課 交通政策課 市街地整備

課 建築行政課 住宅課 緑政課 公園課 

土木部 道路企画課 道路保全課 河川課 

２ 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則によりその所管事項となった事務を処理

するため、会計課を置く。 

（平１９規則１０７・平１９規則１１０・平２０規則７・平２０規則７７・平２

１規則７・平２１規則６３・平２２規則５・平２２規則４１・平２３規則３７・

平２４規則１０・平２４規則６６・平２５規則４・平２７規則２１・平２７規則

８４・平２８規則１０・平２９規則５・平３０規則３・一部改正） 

（課等の分掌事務） 

第３条 浜松市事務分掌条例第１条に規定する危機管理課及び前条第１項に規定する課等

の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

危機管理課 

(1) 災害対策、国民保護その他の危機管理（市民の生命、身体又は財産に重大な被害が

生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。

以下この項及び第６条において同じ。）に関する総合的な企画及び調整に関すること。 

(2) 地域防災計画及び国民保護計画に関すること。 

(3) 津波対策の推進及び総合調整に関すること。 

(4) 防災行政無線、防災施設及び防災資機材の総括に関すること。 

(5) 防災意識その他の危機管理に係る意識の普及及び啓発に関すること。 

(6) 自主防災組織に係る事務の総括に関すること。 

(7) 災害対策本部、地震災害警戒本部、国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部その

他の危機に関する対策本部に関すること。 

(8) 防災学習センターに関すること。 

(9) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。 

(10) 危機管理に係る関係団体との連絡調整に関すること。 

(11) 他部局との総合調整に関すること。 

企画調整部 
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企画課 

(1) 市の総合計画に関すること。 

(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 

(3) 地方創生及びＳＤＧｓの総合調整に関すること。 

(4) 区制度に関すること。 

(5) 大都市制度の調査及び研究に関すること。 

(6) 指定都市市長会等に関すること。 

(7) 地方分権の推進に関すること。 

(8) 広域行政に関すること。 

(9) 大学等高等教育機関との連携に関すること。 

(10) 市政運営会議等に関すること。 

(11) 総合教育会議に関すること。 

(12) 東京事務所との連絡調整に関すること。 

(13) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(14) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

広聴広報課 

(1) 広聴及び広報に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 窓口の案内業務に係る事務及びその総括に関すること。 

(3) 市政情報の発信に関すること。 

(4) 報道機関等との連絡調整に関すること。 

(5) 広報刊行物の発行に関すること。 

国際課 

(1) 国際化施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 多文化共生の推進に関すること。 

(3) 外国人市民共生審議会に関すること。 

(4) 公益財団法人浜松国際交流協会との総合調整に関すること。 

情報政策課 

(1) 情報政策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 情報システムの開発、管理及び運用に関すること。 

(3) 情報基盤の整備、管理及び運用に関すること。 

(4) 地域情報センターに関すること。 
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総務部 

秘書課 

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 

(2) 儀式及び交際に関すること。 

(3) 栄典及び表彰に関すること。 

(4) 市長会、市政事務研究会等に関すること。 

(5) 行事に係る共催及び後援名義の総括に関すること。 

(6) 市長の資産等の公開に関すること。 

(7) 市勢功労者表彰審査委員会に関すること。 

人事課 

(1) 職員の定数及び配置に関すること。 

(2) 行政組織に関すること。 

(3) 職員の任命、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。 

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 

(5) 職員の給与、退職手当及び児童手当に関すること。 

(6) 職員の人事評価に関すること。 

(7) 職員の研修に係る事務並びにその企画及び調整に関すること。 

(8) 職員団体及び労働団体に関すること。 

(9) 職員懲戒審査委員会に関すること。 

(10) 特別職報酬等審議会に関すること。 

(11) 他の執行機関との総合調整に関すること。 

(12) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(13) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

政策法務課 

(1) 政策法務の推進に関すること。 

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。 

(3) 事務事業の執行に係る法的助言に関すること。 

(4) 訴訟、不服申立て等の総括に関すること。 

(5) 相談弁護士に関すること。 

(6) 行財政改革に係る事務の総括に関すること。 

(7) 事務改善の企画及び指導に関すること。 
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(8) 外郭団体関与の総括に関すること。 

(9) 附属機関の総括に関すること。 

(10) 内部統制制度の総括に関すること。 

(11) 外部監査制度に関すること。 

(12) 行政不服審査会に関すること。 

職員厚生課 

(1) 職員の福利厚生の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 職員の安全衛生に関すること。 

(3) 職員の保健及び健康診断に関すること。 

(4) 職員の被服に関すること。 

(5) 職員の公務災害補償等に関すること。 

(6) 地方公務員災害補償基金に関すること。 

(7) 静岡県市町村職員共済組合及び職員厚生会に関すること。 

(8) 退隠料、遺族扶助料等に関すること。 

(9) 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。 

文書行政課 

(1) 行政区域に関すること。 

(2) 市町村合併等に伴う証明書の発行に係る事務の総括に関すること。 

(3) 文書及び公印の管理並びにその総括に関すること。 

(4) 情報公開及び個人情報の保護に係る事務並びにその総括に関すること。 

(5) 住居表示に係る事務の総括に関すること。 

(6) 統計に係る事務の総括に関すること。 

(7) 自衛官の募集に関すること。 

(8) 情報公開・個人情報保護委員会に関すること。 

(9) 行政区画等審議会に関すること。 

(10) 他の部課に属しないこと。 

財務部 

財政課 

(1) 財政全般の企画及び調整に関すること。 

(2) 予算編成、予算執行計画、資金調整及び資金配当に関すること。 

(3) 財政事情の公表及び調整に関すること。 
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(4) 市議会議案の調製及び議決等の処理に関すること。 

(5) 地方交付税に関すること。 

(6) 市債に関すること。 

(7) 宝くじに関すること。 

(8) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 

(9) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(10) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

アセットマネジメント推進課 

(1) 公有財産の総括及び管理の指導に関すること。 

(2) 公有財産の有効活用に関すること。 

(3) 公の施設の総括に関すること。 

(4) 公共建築物の保全及び長寿命化の総括に関すること。 

(5) 普通財産の取得、管理、処分及び調整に関すること。 

(6) 公有財産台帳の整理に関すること。 

(7) 市有財産の保険及び共済に関すること。 

(8) 本庁舎等の整備及び維持管理並びに庁舎内の部課の配置に関すること。 

(9) 庁用自動車の整備、管理及び運用に関すること。 

(10) 三大地財産区、四大地財産区及び赤佐財産区との総合調整に関すること。 

公共建築課 

(1) 公共建築物（市営住宅を除く。）の建設に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 公共建築物の建築工事及び設備工事の設計及び監理に関すること。 

(3) 公共建築物の長寿命化推進事業に関すること。 

(4) 公共建築物の耐震化推進事業に関すること。 

(5) 公共建築物のユニバーサルデザインの推進に関すること。 

(6) 公共建築物の保全に係る指導、助言及び相談に関すること。 

調達課 

(1) 工事その他の請負契約に係る事務及びその総括に関すること。 

(2) 物品の購入及び修繕に係る事務並びにその総括に関すること。 

(3) 契約制度等の調査研究に関すること。 

(4) 業務委託契約及び賃貸借契約の総括に関すること。 

(5) 物品の規格統一に関すること。 
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(6) 市収入証紙に関すること。 

(7) 不用品の処分に関すること。 

(8) 入札監視委員会に関すること。 

技術監理課 

(1) 建設工事の施工検査に関すること。 

(2) 建設工事の品質確保に寄与した事業者及び技術者の表彰に関すること。 

(3) 建設工事関連業務委託の検査に関すること。 

(4) 建設工事に供する材料の検査に関すること。 

(5) 建設工事の設計内容の確認に関すること。 

(6) 建設工事の技術管理、積算及び品質確保に関すること。 

(7) 公共事業の事業評価に関すること。 

(8) 公共事業のコスト縮減に関すること。 

(9) 建設工事に関する職員の技術研修に関すること。 

(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものに限る。）の調整に関すること。 

(11) 建設副産物に係る施策の企画及び調整に関すること。 

税務総務課 

(1) 税務行政の企画及び調整に関すること。 

(2) 税務事務の総括に関すること。 

(3) 市税の収納管理に関すること。 

(4) 市税の口座振替に関すること。 

(5) 市税の督促に関すること。 

(6) 市税の過誤納金の還付に関すること。 

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。 

市民税課 

(1) 個人市民税、個人県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税

及び事業所税の賦課等に関すること。 

(2) 所管に係る税の申告書及び届出書等の受付並びにその総括に関すること。 

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付、返納等に係る事務並びにその総

括に関すること。 

(4) 所管に係る税に関する証明及びその総括に関すること（収納に関するものを除く。）。 
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資産税課 

(1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課等に関すること。 

(2) 固定資産の評価に関すること。 

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 

(4) 不動産取得税の申告書及び報告書に関すること。 

(5) 土地家屋縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳等の閲覧並びにその総括に関する

こと。 

(6) 所管に係る税の申告書及び届出書等の受付並びにその総括に関すること。 

(7) 所管に係る税に関する証明及びその総括に関すること（収納に関するものを除く。）。 

収納対策課 

(1) 市税及び国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること（市長が指定したものに

限る。）。 

(2) 未収債権の徴収及び徴収に係る助言等に関すること。 

(3) 未収債権に係る調査及び総合調整に関すること。 

(4) 市税及び個人県民税の収納に係る証明並びにその総括に関すること。 

(5) 特別滞納対策室に関すること。 

(6) 静岡地方税滞納整理機構との連絡調整に関すること。 

市民部 

市民生活課 

(1) 市民安全に係る企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 暴力追放運動に関すること。 

(3) 航空自衛隊浜松基地問題に関すること。 

(4) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に係る区役所事務の総括に関すること。 

(5) 旅券の申請、交付等に係る事務の総括に関すること。 

(6) 埋火葬及び改葬の許可に係る事務の総括に関すること。 

(7) 斎場に係る事務の総括に関すること。 

(8) 墓園、墓地及び納骨堂に係る事務及びその総括に関すること。 

(9) くらしのセンターに関すること。 

(10) 静岡県公安委員の推薦及び静岡県警察本部浜松市警察部との連絡調整に関するこ

と。 

(11) 部の予算及び決算の総括に関すること。 
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(12) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

市民協働・地域政策課 

(1) 市民協働に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 地域の振興に関すること。 

(3) 区役所に係る総合調整に関すること。 

(4) 新市建設計画に関すること。 

(5) 中山間地域の振興の総括に関すること。 

(6) 地域住民組織との連絡調整に係る事務の総括に関すること。 

(7) 特定非営利活動法人の認証及び認定特定非営利活動法人の認定等に関すること。 

(8) 地縁による団体の認可の総括に関すること。 

(9) 防犯灯設置維持管理費等の補助に係る事業の総括に関すること。 

(10) コミュニティの推進に関すること。 

(11) 市域への移住及び定住の促進に関すること。 

(12) 成人式の総括に関すること。 

(13) 区長会議に関すること。 

(14) 市民協働センターに関すること。 

(15) 市民協働推進委員会に関すること。 

(16) 区協議会の総括に関すること。 

UD・男女共同参画課 

(1) ユニバーサル社会の推進に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) ユニバーサルデザインの普及及び啓発に関すること。 

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に係る事務の総括に

関すること。 

(4) 男女共同参画の啓発及び相談に関すること。 

(5) 女性活動の促進に関すること。 

(6) 男女共同参画の推進拠点に関すること。 

(7) ユニバーサルデザイン審議会に関すること。 

(8) 男女共同参画審議会に関すること。 

創造都市・文化振興課 

(1) 文化芸術及び音楽文化の施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 創造都市の推進及び総合調整に関すること。 
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(3) 生涯学習の推進に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(4) 文化を担う人材の育成に関すること。 

(5) 市民文化創造拠点施設及び音楽文化の振興のための施設の整備に関すること。 

(6) 生涯学習施設の総括に関すること。 

(7) アクトシティ浜松、楽器博物館、茶室、旧浜松銀行協会、男女共同参画・文化芸術

活動推進センター、鴨江アートセンター及び浜松科学館に関すること。 

(8) 公益財団法人浜松市文化振興財団との総合調整に関すること。 

(9) 文化芸術関係団体及び音楽関係団体との連絡調整に関すること。 

スポーツ振興課 

(1) スポーツ振興の施策の企画、調整及び推進に関すること。 

(2) スポーツ行事の実施及びその総括に関すること。 

(3) スポーツ行事の誘致等に関すること。 

(4) 小・中学校スポーツ施設の利用の総括に関すること。 

(5) レクリエーションスポーツに関すること。 

(6) 浜松アリーナ、花川運動公園（庭球場 会議室 競技管理室 ゲートボール場 自

由広場）、四ツ池公園（陸上競技場 浜松球場 第２野球場 自由広場）及び古橋廣

之進記念浜松市総合水泳場に関すること。 

(7) 公益財団法人浜松市体育協会との総合調整に関すること。 

(8) スポーツ振興団体との連絡調整に関すること。 

文化財課 

(1) 文化財に関すること。 

(2) 賀茂真淵記念館に関すること。 

(3) 博物館に関すること。 

(4) 美術館との連絡調整に関すること。 

中央図書館 

(1) 中央図書館に関すること。 

(2) 市史に関すること。 

(3) 地区図書館に関すること。 

健康福祉部 

福祉総務課 

(1) 福祉に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 
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(2) 地域福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(3) 生活保護の総括に関すること。 

(4) 生活保護法による施設の設置、認可及び指導に関すること。 

(5) 生活保護法に係る指定医療機関及び指定介護機関の指定、指導等に関すること。 

(6) 生活保護法の施行に係る事務監査に関すること。 

(7) 生活困窮者自立支援の総括に関すること。 

(8) 生活困窮者自立支援法による生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。 

(9) 社会福祉法人の認可及び指導監査に関すること。 

(10) 社会福祉施設の指導監査に関すること。 

(11) 民生委員及び児童委員に係る事務の総括に関すること。 

(12) 災害救助、水難救護及び漂流物等に関すること。 

(13) 災害見舞及び被災者の援護に係る事務の総括に関すること。 

(14) 日本赤十字社に係る事業の総括に関すること。 

(15) 戦傷病者、戦没者遺族及び被爆者等の援護の総括に関すること。 

(16) 未帰還者、引揚者及び一時帰国者の援護の総括に関すること。 

(17) 旧軍人及び旧軍属の恩給及び叙位叙勲に関すること。 

(18) 成年後見制度の利用の促進及び総合調整に関すること。 

(19) 福祉交流センターに関すること。 

(20) 人権啓発センターに関すること。 

(21) 福祉事務所との連絡調整に関すること。 

(22) 社会福祉審議会に関すること。 

(23) 民生委員推薦会に関すること。 

(24) 人権施策推進審議会に関すること。 

(25) 災害弔慰金等支給審査委員会に関すること。 

(26) 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会との総合調整に関すること。 

(27) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(28) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

障害保健福祉課 

(1) 障害者及び障害児の福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（育成医療に係るもの
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を除く。）及び児童福祉法（障害児に係るものに限る。）の施行に係る事務並びにそ

の総括に関すること。 

(3) 障害者及び障害児に関する相談の総括に関すること。 

(4) こころの健康相談に関すること。 

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法（障

害児に係るものに限る。）に係る施設の設置、認可及び指導に関すること。 

(6) 指定障害福祉サービス事業者等の指定及びその更新に関すること。 

(7) 指定障害福祉サービス事業者等の指導及び監督に関すること。 

(8) 障害者及び障害児の援護の総括に関すること。 

(9) 障害者の虐待防止に係る事務及びその総括に関すること。 

(10) 障害を理由とする差別の解消の推進に係る事務及びその総括に関すること。 

(11) 特別障害者手当、特別児童扶養手当等に係る事務の総括に関すること。 

(12) 障害者スポーツの振興に関すること。 

(13) 心身障害者扶養共済制度の総括に関すること。 

(14) 障害者の就労支援に関すること。 

(15) 障害者の福祉避難所に関すること。 

(16) 発達医療総合福祉センター、根洗学園及び浜北障害者生活介護施設光の園に関す

ること。 

(17) 障害者更生相談所との連絡調整に関すること。 

(18) 障害支援区分審査会の総括に関すること。 

(19) 障害者施策推進協議会及び精神保健福祉審議会に関すること。 

(20) 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団との総合調整に関すること。 

(21) 浜名学園組合との連絡調整に関すること。 

高齢者福祉課 

(1) 高齢者の保健福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 老人福祉法の施行に係る事務の総括に関すること。 

(3) 老人福祉に係る施設の設置、認可及び指導に関すること。 

(4) 軽費老人ホームに係る事務の総括に関すること。 

(5) 高齢者の生きがい事業等に係る事務の総括に関すること。 

(6) 全国健康福祉祭の実施に係る事務に関すること。 

(7) 高齢者の保健福祉に係る総合相談の総括に関すること。 
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(8) 高齢者の生活支援に係る事務の総括に関すること。 

(9) 地域支援事業に係る事務の総括に関すること。 

(10) 在宅医療と介護との連携の推進に関すること。 

(11) 地域包括支援センターに係る事務の総括に関すること。 

(12) 高齢者の虐待防止に係る事務の総括に関すること。 

(13) 高齢者の福祉避難所に関すること。 

(14) ふれあい交流センターに係る事務の総括に関すること。 

(15) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 

(16) 公益社団法人浜松市シルバー人材センターとの総合調整に関すること。 

(17) 養護老人ホームとよおか管理組合との連絡調整に関すること。 

介護保険課 

(1) 介護保険事業の企画、調整及び総括に関すること。 

(2) 介護サービスの質の向上及び適正実施指導に係る事務の総括に関すること。 

(3) 指定居宅サービス事業者等の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設

許可並びにこれらの更新に関すること。 

(4) 指定居宅サービス事業者等、介護老人保健施設及び介護医療院の指導及び監督に関

すること。 

(5) 介護保険運営協議会に関すること。 

(6) 介護認定審査会の総括に関すること。 

国保年金課 

(1) 国民健康保険事業の企画、調整及び総括に関すること。 

(2) 後期高齢者医療に係る事務の総括に関すること。 

(3) 特定健康診査、特定保健指導等の実施に関すること。 

(4) 国民年金に係る事務の総括に関すること。 

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。 

(6) 国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。 

(7) 静岡県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 

健康医療課 

(1) 保健医療施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 夜間救急室に関すること。 

(3) 精神保健福祉センター、看護専門学校及び保健環境研究所との連絡調整に関するこ
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と。 

(4) 保健医療審議会及び予防接種健康被害調査委員会に関すること。 

(5) 医療関係団体との連絡調整に関すること。 

病院管理課 

(1) 病院事業の企画、運営及び調査に関すること。 

(2) 浜松医療センター及び浜松市リハビリテーション病院に関すること。 

(3) 佐久間病院との連絡調整に関すること。 

(4) 病院事業評価委員会に関すること。 

(5) 公益財団法人浜松市医療公社との総合調整に関すること。 

健康増進課 

(1) 健康づくりの施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 地域保健活動の総括に関すること。 

(3) 保健師の活動の統括に関すること。 

(4) 母子保健に係る事業の総括に関すること。 

(5) 予防接種に係る事務の総括に関すること。 

(6) がん検診等に係る事務の総括に関すること。 

(7) 栄養に係る事業の総括に関すること。 

(8) 受動喫煙防止対策に関すること。 

(9) 小児慢性特定疾病対策に係る事務に関すること。 

(10) 自立支援医療（育成医療に係るものに限る。）、養育医療及び療育医療に関する

こと。 

(11) 不妊治療等支援事業に関すること。 

(12) 難病対策に係る事務及びその総括に関すること。 

(13) 原子爆弾被爆者の健康管理等に係る事務及びその総括に関すること。 

(14) 保健センター等の総括に関すること。 

(15) 口腔保健医療センターに関すること。 

(16) 母子保健推進会議に関すること。 

(17) 指定難病審査会に関すること。 

(18) 小児慢性特定疾病審査会に関すること。 

(19) 歯科保健推進会議に関すること。 

保健所 
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保健総務課 

(1) 人口動態統計その他地域保健に係る事務及びその総括に関すること。 

(2) 医事及び薬事に係る事務並びにその総括に関すること。 

(3) 医療相談に関すること。 

(4) 食品、添加物等の検査に係る精度管理に関すること。 

(5) 健康危機管理等に関すること。 

(6) 狂犬病予防に係る事務及びその総括に関すること。 

(7) 化製場等に係る事務及びその総括に関すること。 

(8) 保健所施設の維持管理に関すること。 

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による申請、届出等の受付等に係る事務

に関すること。 

(10) 保健所内業務の連絡調整に関すること。 

生活衛生課 

(1) 食品衛生に係る事務及びその総括に関すること。 

(2) 旅館業、興行場営業、浴場業その他生活衛生関係営業に係る事務及びその総括に関

すること。 

(3) 温泉の利用に係る事務及びその総括に関すること。 

(4) 飲料水及び遊泳用プールの指導に係る事務並びにその総括に関すること。 

(5) 建築物の衛生的環境の確保に係る事務及びその総括に関すること。 

(6) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可、立入検査等に係る事務並びにその総括に

関すること。 

(7) 感染症の予防及び対策に係る事務並びにその総括に関すること。 

(8) 衛生害虫等の防除指導等に係る事務及びその総括に関すること。 

(9) 生活衛生関係営業諸団体の指導等に関すること。 

(10) 栄養の改善に係る事務及びその総括に関すること。 

(11) 感染症診査協議会に関すること。 

こども家庭部 

次世代育成課 

(1) 少子化対策及び子ども・若者育成支援に係る総合的な施策の企画及び調整に関する

こと。 

(2) 放課後児童健全育成事業の総括に関すること。 
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(3) 青少年の健全育成に関すること。 

(4) 私学振興（幼稚園に係るものを除く。）に関すること。 

(5) 家庭教育の推進に関すること。 

(6) 子ども・子育て支援法の施行に係る指導監査に関すること。 

(7) 認定こども園、家庭的保育事業等及び認可外保育施設の指導監査に関すること。 

(8) 浜松こども館及び青少年の家に関すること。 

(9) 青少年育成センターに関すること。 

(10) いじめ問題再調査委員会に関すること。 

(11) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(12) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

子育て支援課 

(1) 子育て支援に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 子育て支援に係る情報の収集及び人材育成に関すること。 

(3) 児童福祉法（障害児、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等に係るものを除

く。）及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に係る事務の総括に関すること。 

(4) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る施設（障害児、保育所、認定

こども園及び家庭的保育事業等に係るものを除く。）の設置、認可及び指導に関する

こと。 

(5) 発達障害児の支援（障害福祉サービスに係るものを除く。）に関すること。 

(6) 発達障害者支援センターに関すること。 

(7) 児童手当、児童扶養手当等に係る事務の総括に関すること。 

(8) 遺児等の援護に係る事務の総括に関すること。 

(9) 乳幼児、小・中学生、高校生世代及び母子家庭等に対する医療費の助成に係る事務

の総括に関すること。 

(10) 要保護児童対策及び売春防止法に係る対策の総括並びに配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律に係る対策の実施に関すること。 

(11) 子育て情報センターに関すること。 

(12) 児童相談所との連絡調整に関すること。 

幼児教育・保育課 

(1) 幼児教育及び保育に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 児童福祉法（保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等に係るものに限る。）の
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施行に係る事務の総括に関すること。 

(3) 子ども・子育て支援法の施行に係る事務の総括に関すること。 

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に

係る事務の総括に関すること。 

(5) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の施設の設置、認可等及び指導に関す

ること。 

(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認及び指導に関すること。 

(7) 特別保育事業の総括に関すること。 

(8) 私学振興（幼稚園に係るものに限る。）に関すること。 

(9) 認可外保育施設に係る事務（指導監査を除く。）に関すること。 

(10) 幼稚園及び保育園に関すること。 

環境部 

環境政策課 

(1) 環境施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 環境基本計画の推進に関すること。 

(3) 地球温暖化対策の推進に関すること。 

(4) 環境影響評価に関すること。 

(5) 環境教育の推進に関すること。 

(6) 生物多様性の保全に関すること。 

(7) 環境審議会に関すること。 

(8) 環境影響評価審査会に関すること。 

(9) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(10) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

環境保全課 

(1) 環境保全の推進及び啓発に関すること。 

(2) 大気汚染、悪臭、騒音、振動、水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下に関すること。 

(3) 公害及び環境保全に関する相談及び苦情処理に関すること。 

(4) 地下水の保全対策に係る事務及びその総括に関すること。 

(5) 特定化学物質の排出等の管理に関すること。 

(6) 浜名湖及び佐鳴湖の水質浄化のための事業場等への指導及び市民への啓発並びに

その総括に関すること。 
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ごみ減量推進課 

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。 

(2) ごみ減量及び資源循環の施策の企画、調整及び推進に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理業の許可等に関すること。 

(4) 環境美化の推進に関すること。 

(5) 浄化槽に係る事務及びその総括に関すること。 

(6) 一般財団法人浜松市清掃公社との総合調整に関すること。 

廃棄物処理課 

(1) 一般廃棄物処理施設の整備及びその総括に関すること。 

(2) 旧清掃工場及び旧埋立処分場の管理並びにその総括に関すること。 

(3) し尿処理施設の管理運営に関すること。 

(4) 西部清掃工場に関すること。 

(5) 新清掃工場の整備に関すること。 

(6) 一般廃棄物の処理に係る事務及びその総括に関すること。 

(7) ごみ集積所の適正管理の総括に関すること。 

(8) 北部収集窓口センターに関すること。 

(9) 清掃事業所及び環境事業所との連絡調整に関すること。 

産業廃棄物対策課 

(1) 産業廃棄物の発生抑制及びリサイクル等の推進に関すること。 

(2) 環境基本計画に基づく産業廃棄物に係る事業の推進に関すること。 

(3) 産業廃棄物処理業等の許可、指導等に関すること。 

(4) 廃棄物処理施設の設置の許可、指導等に関すること。 

(5) 産業廃棄物の適正処理促進のための監視及び指導に関すること。 

(6) 産業廃棄物の処理に係る相談及び苦情処理並びにその総括に関すること。 

(7) 不法投棄の未然防止に係る対策の実施及びその総括に関すること。 

産業部 

産業総務課 

(1) 産業政策全般の企画及び調整に関すること。 

(2) 中小企業の金融対策の企画、調整及び実施に関すること。 

(3) 勤労者の福祉に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(4) 雇用の促進に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 
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(5) 経済対策に関すること。 

(6) 流通及び貿易の振興に関すること。 

(7) 臨時運行許可に係る事務の総括に関すること。 

(8) 電気工事業の業務の適正化に関する法律の施行に係る事務に関すること。 

(9) 公共職業安定所との一体的な行政サービスの提供に関すること。 

(10) 勤労会館及び勤労青少年ホームに関すること。 

(11) 計量検査所に関すること。 

(12) 公営競技室に関すること。 

(13) 労働教育協議会に関すること。 

(14) 公益財団法人浜松市勤労福祉協会との総合調整に関すること。 

(15) モーターボート競走事業及び浜名湖競艇企業団との連絡調整に関すること。 

(16) 商工会議所その他産業振興関係団体との連絡調整に関すること。 

(17) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(18) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

産業振興課 

(1) 産業振興の基本的施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 新産業の創出に関すること。 

(3) 創業支援に関すること。 

(4) 既存産業における技術の高度化及び地場産業の振興に関すること。 

(5) 産業振興における産学官の連携に関すること。 

(6) 中小企業の海外ビジネス展開支援に関すること。 

(7) 首都圏における企業、研究機関等の誘致等に関すること。 

(8) 中心市街地活性化施策の総合調整に関すること。 

(9) 大型集客施設の立地に関すること。 

(10) 商店街の活性化に関すること。 

(11) 総合産業展示館、ギャラリーモール及び舞阪サテライトオフィスに関すること。 

(12) 商業集積審議会及び大規模小売店舗立地審議会に関すること。 

(13) 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構及び株式会社なゆた浜北との総合

調整に関すること。 

企業立地推進課 

(1) 企業、研究機関等の誘致等及びその総合調整に関すること。 
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(2) 工場用地の開発調整及び支援に関すること。 

(3) 工場立地法の施行に係る事務に関すること。 

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく

基本計画の推進に関すること。 

(5) 新・産業集積エリア開発事業の企画、調整及び実施に関すること。 

エネルギー政策課 

(1) エネルギー政策に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 新エネルギーの導入促進に関すること。 

(3) エネルギーの効率的な利用の推進に関すること。 

(4) スマートシティの推進に関すること。 

観光・シティプロモーション課 

(1) 観光・コンベンションの振興及びシティプロモーションに係る事業の企画、調整及

び実施に関すること。 

(2) 産業分野における海外展開の調整に関すること。 

(3) 外国人観光客誘致の推進に関すること。 

(4) 広域観光に関すること。 

(5) 観光施設等の整備及び維持管理の総括に関すること。 

(6) ふるさと納税寄附金に関すること。 

(7) フィルムコミッション推進室に関すること。 

(8) 公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューローとの総合調整に関すること。 

(9) 観光関係団体との連絡調整に関すること。 

農業水産課 

(1) 農林水産業の振興に係る施策の企画に関すること。 

(2) 農業振興基本計画等の策定及び調整に関すること。 

(3) 農業団体、林業団体及び漁業団体の指導及び検査に関すること。 

(4) 水産業の生産振興に関すること。 

(5) 水産業の被害対策に関すること。 

(6) スマート農業の推進に関すること。 

(7) 村 漁港及び舞阪水産物荷さばき所に関すること。 

(8) フルーツパークに関すること。 

(9) 中央卸売市場との連絡調整に関すること。 
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(10) 食肉地方卸売市場との連絡調整に関すること。 

(11) 農業関係団体及び水産業関係団体との連絡調整に関すること。 

農業振興課 

(1) 農業の振興に係る施策の実施に関すること。 

(2) 農業の担い手育成に係る事務に関すること。 

(3) 農業の生産振興に係る事務に関すること。 

(4) 農業の被害対策に係る事務に関すること。 

(5) 家畜の防疫に係る事務に関すること。 

(6) 肥料、農薬及び植物防疫に係る事務に関すること。 

(7) 獣医師に係る届出の受付及び診療簿等の検査に関すること。 

(8) 飼育動物の診療施設に係る届出の受付及び立入検査等に関すること。 

(9) 有害鳥獣対策に係る事務に関すること。 

(10) 優良種苗等の研究開発に関すること。 

(11) 農業バイオセンターの管理に関すること。 

農地整備課 

(1) 土地改良法の施行に係る事務に関すること。 

(2) 農業農村整備事業に係る事務に関すること。 

(3) 国営三方原用水事業、国営天竜川下流用水事業及び国営浜名湖北部用水事業に係る

事務に関すること。 

(4) 県営土地改良事業に係る事務に関すること。 

(5) 土地改良財産に係る事務に関すること。 

(6) 土地改良事業関係団体に係る事務に関すること。 

(7) 農業に係る防災事業及び災害復旧事業に関すること。 

(8) 農村環境改善センター、奥浜名湖田園空間博物館総合案内所及び農村公園に関する

こと。 

農地利用課 

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。 

(2) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。 

(3) 農地中間管理事業に関すること。 

(4) 耕作放棄地対策事業に関すること。 

林業振興課 
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(1) 森林政策の総合調整に関すること。 

(2) 森林・林業ビジョン等の策定及び調整に関すること。 

(3) 森林の整備及び保護並びに治山に係る事務に関すること。 

(4) 森林経営計画等の認定に係る事務に関すること。 

(5) 林業振興及び木材需要の拡大に係る事務に関すること。 

(6) 林道その他の林業施設の整備及び災害復旧事業に係る事務に関すること 

(7) 鳥獣の保護に係る事務に関すること。 

(8) 民有林の開発行為の許可に関すること。 

(9) 保安林に係る事務に関すること。 

(10) 天竜林業体育館に関すること。 

(11) 天竜森林事務所に関すること。 

(12) 森林関係団体及び林業関係団体との連絡調整に関すること。 

都市整備部 

都市計画課 

(1) 都市計画に係る調査、計画及び調整並びにその総括に関すること。 

(2) 都市計画決定（都市計画公園等に係るものを除く。）及び都市計画決定の総括に関

すること。 

(3) 立地適正化計画の区域内における届出等に関すること。 

(4) 社会資本整備総合交付金等の総合調整に関すること。 

(5) 都市計画施設等の区域における建築の許可等に関すること。 

(6) 組合等が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業に伴う審査請求に関す

ること。 

(7) 北部都市整備事務所との連絡調整に関すること。 

(8) 都市計画審議会に関すること。 

(9) 一般財団法人浜松まちづくり公社との総合調整に関すること。 

(10) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(11) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

土地政策課 

(1) 国土利用計画浜松市計画の策定、指導及び調整に関すること。 

(2) 国土利用計画法の施行に係る事務及びその総括に関すること。 

(3) 景観及び屋外広告物に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 
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(4) 住民協議による土地利用の推進及び調整に関すること。 

(5) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に係る事務に関する

こと。 

(6) 地区計画の区域内における届出等に関すること。 

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買いに係る事務及びその総括

に関すること。 

(8) 地価公示及び地価調査に関すること。 

(9) 土地利用事業の指導及びその総括に関すること。 

(10) スマートタウン開発支援事業に関すること。 

(11) 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。 

(12) 都市計画法に基づく市街化調整区域における建築の許可等に関すること。 

(13) 宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること。 

(14) 景観法及び浜松市景観条例に基づく届出等に関すること。 

(15) 浜松市屋外広告物条例に基づく許可等に関すること。 

(16) 開発審査会に関すること。 

(17) 土地利用審査会に関すること。 

(18) 景観審議会に関すること。 

交通政策課 

(1) 総合的な都市交通体系の企画、調査及び調整に関すること。 

(2) 公共交通事業の総括に関すること。 

(3) 天竜浜名湖線市町会議に関すること。 

(4) 浜松２１世紀都市交通会議及び地域公共交通会議に関すること。 

(5) 市営駐車場に関すること。 

(6) 駐車場法及び建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく設置届等に係

る事務及びその総括に関すること。 

市街地整備課 

(1) 市街地再開発事業等の計画及び調整に関すること。 

(2) 市街地再開発事業の認可等に関すること。 

(3) 土地区画整理事業の計画及び調整に関すること。 

(4) 土地区画整理事業施行地区内における建築行為の許可等に関すること。 

(5) 市が施行する土地区画整理事業に関すること。 
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(6) 組合等が施行する土地区画整理事業の認可等及び監督に関すること。 

(7) 農住組合法の施行に関すること。 

(8) 浜松市都市再生促進地区における建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進

に関する条例に係る事務に関すること。 

(9) 土地区画整理審議会に関すること。 

建築行政課 

(1) 建築行政に係る施策の調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 建築基準法に基づく確認、検査、許可、認可及び道路の位置の指定等に関すること。 

(3) 違反建築物等の措置に関すること。 

(4) 特殊建築物等の定期報告及び防災指導等に関すること。 

(5) 狭い道路の拡幅整備に関すること。 

(6) 建築物等（公共建築物を除く。）の地震対策等に関すること。 

(7) 浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく届出、

指導及び調整に関すること。 

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定、指導及び助

言に関すること。 

(9) 静岡県福祉のまちづくり条例に基づく届出、指導及び助言に関すること。 

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定、指導及び助言に

関すること。 

(11) 静岡県地球温暖化防止条例に基づく届出等に関すること。 

(12) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものを除く。）及びその総括に関すること。 

(13) 建築基準法及び租税特別措置法に基づく証明書の交付に関すること。 

(14) 租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定に関すること。 

(15) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく計画の認定、指導及び助言に関

すること。 

(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく計画の認定、指導及び助言に関する

こと。 

(17) 住宅金融支援機構からの受託業務に関すること。 

(18) 建築審査会及び建築紛争調停委員会に関すること。 

住宅課 
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(1) 住宅施策の調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 市営住宅の建設に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(3) 市営住宅の建築工事の設計及び監理に関すること。 

(4) 市営住宅の管理運営に関すること。 

(5) 公的賃貸住宅等に係る事務に関すること。 

(6) 住宅施策の普及啓発に関すること。 

(7) 北部住宅管理事務所に関すること。 

(8) 市営住宅管理運営委員会に関すること。 

緑政課 

(1) 公園緑地に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 緑の基本計画の策定及び推進に関すること。 

(3) 都市計画公園等の都市計画決定に関すること。 

(4) 花と緑のまち・浜松の推進に関すること。 

(5) モザイカルチャー事業の推進及び普及啓発に関すること。 

(6) 緑地の保全及び緑化の推進並びにその総括に関すること。 

(7) 保存樹及び保存樹林に関すること。 

(8) 自然公園及び自然環境保全地域内における建築行為等の許可等に係る事務の総括

に関すること。 

(9) 風致地区及び特別緑地保全地区内における建築行為等の許可等に関すること。 

(10) 生産緑地に関すること。 

(11) 特定市民農園に関すること。 

(12) 緑化推進センターに関すること。 

(13) フラワーパークに関すること。 

(14) 動物園との連絡調整に関すること。 

(15) 公益財団法人浜松市花みどり振興財団との総合調整に関すること。 

公園課 

(1) 都市公園等の調査及び計画に関すること。 

(2) 都市公園等に係る用地事務に関すること。 

(3) 都市公園等の設計及び建設に関すること。 

(4) 公園管理事務所との連絡調整に関すること。 

土木部 
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道路企画課 

(1) 道路整備に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 高規格幹線道路及び直轄国道に係る調整に関すること。 

(3) 新東名高速道路、三遠南信自動車道その他の主要道路の建設促進に関すること。 

(4) 道路及び橋梁
りょう

の新設及び改築の総括に関すること。 

(5) 交通安全対策の企画、調整及び実施に関すること。 

(6) 所管に係る用地事務の総括に関すること。 

(7) 交通安全施設の整備事業及び交通安全対策事業の総括に関すること。 

(8) 交通安全対策会議に関すること。 

(9) 南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所及び天竜土木整備

事務所との連絡調整に関すること。 

(10) 部の予算及び決算の総括に関すること。 

(11) 部内及び他部局との総合調整に関すること。 

道路保全課 

(1) 道路保全に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 道路並びに河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）

の管理の総括に関すること。 

(3) 橋梁、トンネル等の長寿命化の推進に関すること。 

(4) 道路愛護事業及び街路樹愛護事業の総括に関すること。 

(5) 街路樹の育成及び管理の総括に関すること。 

(6) 道路の防災対策及び災害復旧事業の調整に関すること。 

(7) 道路及び河川等の占用等に係る事務の総括に関すること。 

(8) 道路の路線の認定、変更及び廃止に関すること。 

(9) 道路及び河川等の境界の確定に係る事務に関すること。 

(10) 道路工事に伴う交通規制の総括に関すること。 

(11) 車両制限令の施行に係る事務の総括に関すること。 

(12) 自転車等駐車場及び放置自転車等の対策の総括に関すること。 

(13) 静岡県土採取等規制条例に基づく届出等に係る事務の総括に関すること。 

(14) 国土調査法に基づく地籍調査事業の企画、調整及び実施に関すること。 

(15) 砂利採取法及び採石法に基づく採取計画の認可、立入検査等に係る事務の総括に

関すること。 
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河川課 

(1) 河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）の整備に係

る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 河川等の維持管理の総括に関すること。 

(3) 準用河川の指定に関すること。 

(4) 道路及び河川等の防災対策の総括に関すること。 

(5) 道路及び河川等の災害復旧事業の総括に関すること。 

(6) 主要な河川の整備促進に関すること。 

(7) 天竜川のダムに係る事業の総合調整に関すること。 

(8) 海岸保全対策の総合調整に関すること。 

(9) 河川愛護事業の総括に関すること。 

(10) 港湾に係る施策の総合調整に関すること。 

(11) 公有水面埋立法に基づく公有水面埋立の免許等に係る事務の総括に関すること。 

(12) 土砂災害対策事業の総合調整に関すること。 

(13) 水防団の総括に関すること。 

(14) 浜名湖係船対策の総括に関すること。 

(15) 所管に係る用地事務の総括に関すること。 

(16) 水防賞じゅつ金審査委員会に関すること。 

２ 前条第２項に規定する会計課の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

(1) 現金（代用納付証券を含む。）、有価証券及び物品の出納保管に関すること。 

(2) 小切手の振出し及び公金振替書の交付に関すること。 

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。 

(4) 支出負担行為に係る債務確定の確認に関すること。 

(5) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払に関すること。 

(6) 支出命令の審査に関すること。 

(7) 公金収納に関すること。 

(8) 決算の調製に関すること。 

(9) 指定金融機関等に関すること。 

(10) 源泉徴収等に関すること。 

(11) 在庫物品に関すること。 

(12) 県収入証紙に関すること。 
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(13) 他部局との総合調整に関すること。 

（平１９規則９９・平１９規則１０７・平１９規則１１０・平１９規則１１８・

平２０規則７・平２０規則７１・平２０規則７７・平２０規則８３・平２０規則

９３・平２１規則７・平２１規則６０・平２１規則６３・平２１規則８２・平２

２規則５・平２２規則３１・平２２規則４１・平２３規則３・平２３規則３７・

平２４規則１０・平２４規則５６・平２４規則５７・平２４規則５８・平２４規

則５９・平２４規則６６・平２４規則７２・平２４規則７７・平２５規則４・平

２５規則５０・平２５規則６８・平２６規則８・平２６規則４０・平２６規則５

１・平２６規則５３・平２６規則６５・平２６規則８７・平２７規則２１・平２

７規則８４・平２８規則１０・平２８規則７１・平２９規則５・平２９規則６３・

平３０規則３・平３０規則４３・平３１規則４・一部改正） 

（事業所） 

第４条 次の表の左欄に掲げる部等に同表の右欄に掲げる第１種事業所を置く。 

部等 第1種事業所 

企画調整部 東京事務所 

市民部 美術館 

健康福祉部 障害者更生相談所 精神保健福祉センター 看護専門学校

保健環境研究所 佐久間病院 

  保健所 保健所浜北支所 

こども家庭部 児童相談所 

環境部 南清掃事業所 平和清掃事業所 浜北環境事業所 天竜環

境事業所 

産業部 中央卸売市場 食肉地方卸売市場 

都市整備部 北部都市整備事務所 動物園 公園管理事務所 

土木部 南土木整備事務所 北土木整備事務所 東・浜北土木整備

事務所 天竜土木整備事務所 

２ 次の表の左欄に掲げる課及び第１種事業所に同表の右欄に掲げる第２種事業所を置く。 

課及び第1種事業所 第2種事業所 

収納対策課 特別滞納対策室 

市民生活課 くらしのセンター 
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文化財課 博物館 

美術館 秋野不矩美術館 

中央図書館 地区図書館（天竜図書館 春野図書館 佐久間図書館 水

窪図書館 龍山図書館） 

福祉総務課 人権啓発センター 

健康医療課 夜間救急室 

保健環境研究所 食肉衛生検査所 

健康増進課 口腔保健医療センター 

次世代育成課 青少年育成センター 

児童相談所 一時保護所 

幼児教育・保育課 幼稚園（南の星幼稚園 和田幼稚園 与進幼稚園 豊西幼

稚園 笠井幼稚園 中ノ町幼稚園 芳川幼稚園 花川幼稚

園 豊岡幼稚園 三方原幼稚園 初生幼稚園 白脇幼稚園

飯田幼稚園 神久呂幼稚園 万斛幼稚園 有玉幼稚園 橋

爪幼稚園 伊佐見幼稚園 和地幼稚園 北庄内幼稚園 村

櫛幼稚園 可美幼稚園 舞阪幼稚園 雄踏幼稚園 小松幼

稚園 平口幼稚園 北浜南幼稚園 北浜中央幼稚園 北浜

北幼稚園 北浜東幼稚園 中瀬幼稚園 上島幼稚園 赤佐

幼稚園 赤佐西幼稚園 宮口幼稚園 新原幼稚園 二俣幼

稚園 光明幼稚園 竜川幼稚園 熊幼稚園 上阿多古幼稚

園 下阿多古幼稚園 犬居幼稚園 気田幼稚園 浦川幼稚

園 佐久間幼稚園 西気賀幼稚園 伊目幼稚園 中川幼稚

園 中央幼稚園 高台幼稚園 引佐幼稚園 金指幼稚園

奥山幼稚園 伊平幼稚園 引佐北部みさと幼稚園 尾奈幼

稚園 大崎幼稚園 平山幼稚園 内野幼稚園） 保育園（南

保育園 鴨江保育園 中ノ町保育園 花川保育園 神田原

保育園 積志保育園 三方原保育園 笠井保育園 江西保

育園 権現谷保育園 佐鳴台保育園 寺島保育園 西保育

園 可美保育園 舞阪第1保育園 舞阪第2保育園 雄踏保

育園 引佐保育園 三ヶ日保育園 都筑保育園） 

廃棄物処理課 北部収集窓口センター 
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産業総務課 計量検査所 公営競技室 

観光・シティプロモーショ

ン課 

フィルムコミッション推進室 

林業振興課 天竜森林事務所 

住宅課 北部住宅管理事務所 

動物園 動物愛護教育センター 

天竜土木整備事務所 三遠南信自動車道整備事務所 

３ 第１項に規定する第１種事業所（佐久間病院を除く。）の分掌事務の概目は、次のと

おりとする。 

東京事務所 

(1) 各省庁その他関係機関との連絡調整に関すること。 

(2) 首都圏における市政に関連する情報の収集及び発信に関すること。 

(3) 首都圏におけるシティプロモーションに関すること。 

(4) その他首都圏における特命事項に関すること。 

美術館 

(1) 美術館に関すること。 

(2) 新美術館の建設に関すること。 

(3) 秋野不矩美術館に関すること。 

障害者更生相談所 

(1) 身体障害者及び知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を

必要とするものに関すること。 

(2) 身体障害者及び知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。 

(3) 身体障害者手帳及び療育手帳（児童に係るものを除く。）の交付の審査及び認定に

関すること。 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費

及び自立支援医療（更生医療に係るものに限る。）の支給に係る判定に関すること。 

精神保健福祉センター 

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。 

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なもの

に関すること。 

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付に係る判定に関すること。 
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(4) 自立支援医療（精神通院医療に係るものに限る。）の支給に係る判定に関すること。 

(5) 精神医療審査会に関すること。 

看護専門学校 

看護専門学校の管理運営に関すること。 

保健環境研究所 

(1) 感染症及び食中毒に係る微生物検査及び寄生虫検査に関すること。 

(2) 食品、飲料水等に係る微生物検査及び化学物質検査に関すること。 

(3) 大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音、振動、廃棄物等に係る測定及び検査に関するこ

と。 

(4) 食肉衛生検査所に関すること。 

(5) その他生活衛生及び環境対策上必要な検査及び調査研究に関すること。 

保健所浜北支所 

(1) 人口動態統計その他地域保健に係る事務に関すること（北区、浜北区及び天竜区に

係るものに限る。以下この項において同じ。）。 

(2) 医事及び薬事に関すること。 

(3) 狂犬病予防に関すること。 

(4) 化製場等に係る事務に関すること。 

(5) 食品衛生に関すること。 

(6) 旅館業、興行場営業、浴場業その他生活衛生関係営業に係る事務に関すること。 

(7) 温泉の利用に係る事務に関すること。 

(8) 飲料水及び遊泳用プールの指導に関すること。 

(9) 建築物の衛生的環境の確保に係る事務に関すること。 

(10) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可、立入検査等に関すること。 

(11) 感染症の予防及び対策に関すること。 

(12) 衛生害虫等の防除指導等に関すること。 

(13) 生活衛生関係営業諸団体の指導等に関すること。 

(14) 栄養の改善に係る事務に関すること。 

児童相談所 

(1) 児童に関する相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。 

(2) 児童及びその家庭についての調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及

び精神保健上の判定に関すること。 
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(3) 前号に規定する調査及び判定に基づく児童及びその保護者の指導に関すること。 

(4) 要保護児童の保護措置等に関すること。 

(5) 療育手帳（児童に係るものに限る。）の交付の審査及び認定に関すること。 

(6) 一時保護所に関すること。 

南清掃事業所 

(1) 南部清掃工場の管理運営に関すること。 

(2) 一般廃棄物の収集運搬、受入れ及び処理に関すること。 

(3) 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の収集運搬に関すること。 

(4) 地域の清掃活動支援等に関すること。 

(5) 一般廃棄物に関する相談、指導等に関すること。 

(6) ごみ集積所の適正管理に関すること。 

(7) 環境教育及び資源化事業等によるごみ減量の推進に関すること。 

平和清掃事業所 

(1) 平和最終処分場、引佐最終処分場、舞阪吹上第２廃棄物最終処分場及び平和破砕処

理センターの管理運営に関すること。 

(2) 一般廃棄物の収集運搬、受入れ及び処理に関すること。 

(3) 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の収集運搬に関すること。 

(4) 地域の清掃活動支援等に関すること。 

(5) 一般廃棄物に関する相談、指導等に関すること。 

(6) ごみ集積所の適正管理に関すること。 

(7) 環境教育及び資源化事業等によるごみ減量の推進に関すること。 

浜北環境事業所 

(1) 浜北環境センターの管理運営並びに浜北清掃センター及び旧埋立処分場の管理に

関すること。 

(2) 一般廃棄物の収集運搬及び受入れに関すること。 

(3) 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の収集運搬に関すること。 

(4) 地域の清掃活動支援等に関すること。 

(5) 一般廃棄物に関する相談、指導等に関すること。 

(6) ごみ集積所の適正管理に関すること。 

(7) 環境教育及び資源化事業等によるごみ減量の推進に関すること。 

天竜環境事業所 
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(1) 天竜ごみ処理工場及び水窪・佐久間クリーンセンターの管理に関すること。 

(2) 一般廃棄物の収集運搬及び受入れに関すること。 

(3) 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の収集運搬に関すること。 

(4) 地域の清掃活動支援等に関すること。 

(5) 一般廃棄物に関する相談、指導等に関すること。 

(6) ごみ集積所の適正管理に関すること。 

(7) 環境教育及び資源化事業等によるごみ減量の推進に関すること。 

(8) 旧一般廃棄物処理施設（他の所管に係る施設を除く。）の維持管理に関すること（天

竜区に係るものに限る。）。 

中央卸売市場 

(1) 市場の企画、運営、統計及び調査に関すること。 

(2) 市場の卸売業者、仲卸業者、関連事業者、売買参加者及び買出人に関すること。 

(3) 施設の使用指定及び維持管理に関すること。 

(4) 卸売の業務に係る物品の品質管理に関すること。 

(5) 中央卸売市場開設運営協議会及び中央卸売市場取引委員会に関すること。 

食肉地方卸売市場 

(1) と畜場の管理運営及び安全な食肉供給に関すること。 

(2) 市場の管理運営及び安定的な食肉流通に関すること。 

(3) 地方卸売市場取引委員会に関すること。 

北部都市整備事務所 

(1) 都市計画に係る調査、計画及び調整に関すること（浜北区及び天竜区に係るものに

限る。以下第２５号及び第２６号を除きこの項において同じ。）。 

(2) 都市計画決定（都市計画公園等に係るものを除く。）に関すること。 

(3) 都市計画施設等（都市計画公園等を除く。）の区域における建築の許可等に関する

こと。 

(4) 国土利用計画浜松市計画の指導及び調整に関すること。 

(5) 国土利用計画法の施行に係る事務に関すること。 

(6) 住民協議による土地利用の推進及び調整に関すること。 

(7) 地区計画の区域内における届出等に関すること。 

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買いに係る事務に関すること。 

(9) 土地利用事業の指導に関すること。 
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(10) 都市計画法に基づく市街化調整区域内における建築の許可等に関すること。 

(11) 景観法及び浜松市景観条例に基づく届出等に係る事務に関すること。 

(12) 浜松市屋外広告物条例に基づく許可等に関すること。 

(13) 駐車場法及び建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく設置届等に係

る事務に関すること。 

(14) 土地区画整理事業施行地区内における建築行為の許可等に関すること。 

(15) 建築基準法に基づく確認、検査、許可（定例的なもの及び仮設建築物に係るもの

に限る。）、認可及び道路の位置の指定等に関すること。 

(16) 違反建築物等の措置に関すること。 

(17) 特殊建築物等の定期報告及び防災指導等に関すること。 

(18) 狭い道路の拡幅整備に関すること。 

(19) 建築物等（公共建築物を除く。）の地震対策等に関すること。 

(20) 浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく届出、

指導及び調整に関すること。 

(21) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定、指導及び

助言に関すること。 

(22) 静岡県福祉のまちづくり条例に基づく届出、指導及び助言に関すること。 

(23) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定、指導及び助言に

関すること。 

(24) 静岡県地球温暖化防止条例に基づく届出等に関すること。 

(25) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものを除く。）に関すること。 

(26) 建築基準法及び租税特別措置法に基づく証明書の交付に関すること。 

(27) 住宅金融支援機構からの受託業務に関すること。 

動物園 

(1) 動物園の管理運営に関すること。 

(2) 動物に係る調査、研究及び教育活動に関すること。 

(3) 傷病野生鳥獣の保護治療に関すること。 

(4) 動物愛護教育センターに関すること。 

公園管理事務所 

(1) 都市公園及び児童遊園等（他の所管に係る公園施設を除く。）の管理運営に関する
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こと。 

(2) 公園愛護会の育成に関すること。 

南土木整備事務所 

(1) 道路及び橋梁の新設及び改築に関すること（中区、西区及び南区に係るものに限る。

以下この項において同じ。）。 

(2) 所管に係る用地事務に関すること。 

(3) 道路の交通安全施設の整備事業及び交通安全対策事業の実施に関すること。 

(4) 道路保全に係る事業の調整に関すること。 

(5) 道路並びに河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）

の管理の調整に関すること。 

(6) 道路の維持管理の実施に関すること。 

(7) 道路愛護事業、街路樹愛護事業及び河川愛護事業に関すること。 

(8) 街路樹の育成及び管理に関すること。 

(9) 道路及び河川等の防災対策の実施に関すること。 

(10) 道路及び河川等の災害復旧事業の実施に関すること。 

(11) 道路及び河川等の占用等に関すること。 

(12) 道路の路線の認定、変更及び廃止並びに準用河川の指定に係る調整に関すること。 

(13) 道路工事に伴う交通規制に関すること。 

(14) 車両制限令の施行に関すること。 

(15) 自転車等駐車場に関すること。 

(16) 放置自転車等の対策に関すること。 

(17) 静岡県土採取等規制条例に基づく届出等に係る事務に関すること。 

(18) 砂利採取法及び採石法に基づく採取計画の認可、立入検査等に関すること。 

(19) 河川等の整備及び維持管理の実施に関すること。 

(20) 海岸保全対策の調整に関すること。 

(21) 港湾に係る施策の調整及び整備に関すること。 

(22) 公有水面埋立法に基づく公有水面埋立の免許等に関すること。 

(23) 土砂災害対策事業の調整及び実施に関すること。 

(24) 水防団に関すること。 

(25) 浜名湖係船施設整備の調整及び実施に関すること。 

(26) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務
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（道路及び河川区域内に係るものに限る。）に関すること。 

(27) 建設副産物に係る施策の実施に関すること。 

北土木整備事務所 

(1) 道路及び橋梁の新設及び改築に関すること（北区に係るものに限る。以下この項に

おいて同じ。）。 

(2) 所管に係る用地事務に関すること。 

(3) 道路の交通安全施設の整備事業及び交通安全対策事業の実施に関すること。 

(4) 道路保全に係る事業の調整に関すること。 

(5) 道路並びに河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）

の管理の調整に関すること。 

(6) 道路の維持管理の実施に関すること。 

(7) 道路愛護事業、街路樹愛護事業及び河川愛護事業に関すること。 

(8) 街路樹の育成及び管理に関すること。 

(9) 道路及び河川等の防災対策の実施に関すること。 

(10) 道路及び河川等の災害復旧事業の実施に関すること。 

(11) 道路及び河川等の占用等に関すること。 

(12) 道路の路線の認定、変更及び廃止並びに準用河川の指定に係る調整に関すること。 

(13) 道路工事に伴う交通規制に関すること。 

(14) 車両制限令の施行に関すること。 

(15) 放置自転車等の対策に関すること。 

(16) 静岡県土採取等規制条例に基づく届出等に係る事務に関すること。 

(17) 砂利採取法及び採石法に基づく採取計画の認可、立入検査等に関すること。 

(18) 河川等の整備及び維持管理の実施に関すること。 

(19) 公有水面埋立法に基づく公有水面埋立の免許等に関すること。 

(20) 土砂災害対策事業の調整及び実施に関すること。 

(21) 水防団に関すること。 

(22) 浜名湖係船施設整備の調整及び実施に関すること。 

(23) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものに限る。）に関すること。 

(24) 建設副産物に係る施策の実施に関すること。 

東・浜北土木整備事務所 
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(1) 道路及び橋梁の新設及び改築に関すること（東区及び浜北区に係るものに限る。以

下この項において同じ。）。 

(2) 所管に係る用地事務に関すること。 

(3) 道路の交通安全施設の整備事業及び交通安全対策事業の実施に関すること。 

(4) 道路保全に係る事業の調整に関すること。 

(5) 道路並びに河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）

の管理の調整に関すること。 

(6) 道路の維持管理の実施に関すること。 

(7) 道路愛護事業、街路樹愛護事業及び河川愛護事業に関すること。 

(8) 街路樹の育成及び管理に関すること。 

(9) 道路及び河川等の防災対策の実施に関すること。 

(10) 道路及び河川等の災害復旧事業の実施に関すること。 

(11) 道路及び河川等の占用等に関すること。 

(12) 道路の路線の認定、変更及び廃止並びに準用河川の指定に係る調整に関すること。 

(13) 道路工事に伴う交通規制に関すること。 

(14) 車両制限令の施行に関すること。 

(15) 自転車等駐車場に関すること。 

(16) 放置自転車等の対策に関すること。 

(17) 静岡県土採取等規制条例に基づく届出等に係る事務に関すること。 

(18) 砂利採取法及び採石法に基づく採取計画の認可、立入検査等に関すること。 

(19) 河川等の整備及び維持管理の実施に関すること。 

(20) 公有水面埋立法に基づく公有水面埋立の免許等に関すること。 

(21) 土砂災害対策事業の調整及び実施に関すること。 

(22) 水防団に関すること。 

(23) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものに限る。）に関すること。 

(24) 建設副産物に係る施策の実施に関すること。 

天竜土木整備事務所 

(1) 道路及び橋梁の新設及び改築に関すること（天竜区に係るものに限る。以下この項

において同じ。）。 

(2) 所管に係る用地事務に関すること。 
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(3) 道路の交通安全施設の整備事業及び交通安全対策事業の実施に関すること。 

(4) 道路保全に係る事業の調整に関すること。 

(5) 道路並びに河川、水路及び都市下水路（以下この項において「河川等」という。）

の管理の調整に関すること。 

(6) 道路の維持管理の実施に関すること。 

(7) 道路愛護事業、街路樹愛護事業及び河川愛護事業に関すること。 

(8) 街路樹の育成及び管理に関すること。 

(9) 道路及び河川等の防災対策の実施に関すること。 

(10) 道路及び河川等の災害復旧事業の実施に関すること。 

(11) 道路及び河川等の占用等に関すること。 

(12) 道路の路線の認定、変更及び廃止並びに準用河川の指定に係る調整に関すること。 

(13) 道路工事に伴う交通規制に関すること。 

(14) 車両制限令の施行に関すること。 

(15) 放置自転車等の対策に関すること。 

(16) 静岡県土採取等規制条例に基づく届出等に係る事務に関すること。 

(17) 砂利採取法及び採石法に基づく採取計画の認可、立入検査等に関すること。 

(18) 河川等の整備及び維持管理の実施に関すること。 

(19) 天竜川のダムに係る事業の調整に関すること。 

(20) 公有水面埋立法に基づく公有水面埋立の免許等に関すること。 

(21) 土砂災害対策事業の調整及び実施に関すること。 

(22) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受付等に係る事務

（道路及び河川区域内に係るものに限る。）に関すること。 

(23) 建設副産物に係る施策の実施に関すること。 

(24) 三遠南信自動車道整備事務所に関すること。 

４ 第２項に規定する第２種事業所の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

特別滞納対策室 

市税及び国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること（市長が指定したものに限

る。）。 

くらしのセンター 

(1) 消費者行政に係る企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 消費生活センターに関すること。 
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(3) 市民相談、交通事故相談等に関すること。 

(4) 法律相談に関すること。 

(5) 行政相談委員に係る国との連絡調整に関すること。 

(6) 食品の表示に係る製造業者等に対する指示等に関すること。 

博物館 

博物館に関すること。 

秋野不矩美術館 

秋野不矩美術館に関すること。 

地区図書館 

地区図書館に関すること。 

人権啓発センター 

人権擁護及び人権啓発事業の企画、実施及び総括に関すること。 

夜間救急室 

夜間救急室の管理運営に関すること。 

食肉衛生検査所 

(1) と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく許可、認可

等に関すること。 

(2) と畜及び食鳥の検査等に関すること。 

(3) と畜場、食肉地方卸売市場及び食鳥処理場の食品衛生に関すること。 

(4) 作業衛生責任者及び食鳥処理衛生管理者の指導監督に関すること。 

口腔保健医療センター 

歯科保健事業の実施及びその総括に関すること。 

青少年育成センター 

(1) 青少年健全育成会事業に関すること。 

(2) 青少年補導活動及び青少年環境浄化活動に関すること。 

(3) 青少年関係機関等との連絡調整に関すること。 

一時保護所 

一時保護所の管理運営に関すること。 

幼稚園 

幼稚園に関すること。 

保育園 
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保育園の管理運営に関すること。 

北部収集窓口センター 

(1) 一般廃棄物の収集運搬に関すること。 

(2) 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の収集運搬に関すること。 

(3) 地域の清掃活動支援等に関すること。 

(4) 一般廃棄物に関する相談、指導等に関すること。 

(5) ごみ集積所の適正管理に関すること。 

(6) 環境教育及び資源化事業等によるごみ減量の推進に関すること。 

計量検査所 

(1) 計量器及び商品量目の検査に関すること。 

(2) 計量に係る指導及び啓発に関すること。 

公営競技室 

(1) 小型自動車競走事業の計画及び実施に関すること。 

(2) 小型自動車競走場の附帯施設等の利用及び整備に関すること。 

(3) 場外発売の資金及び臨時従業員賃金等に関すること。 

(4) 小型自動車競走制裁審議会に関すること。 

(5) 小型自動車競走関係団体との連絡調整に関すること。 

フィルムコミッション推進室 

フィルムコミッションの推進に関すること。 

天竜森林事務所 

(1) 森林の整備及び保護並びに治山に係る事務に関すること（北区、浜北区及び天竜区

に係るものに限る。以下この項において同じ。）。 

(2) 森林経営計画等の認定に係る事務に関すること。 

(3) 林業振興及び木材需要の拡大に係る事務に関すること。 

(4) 林道その他の林業施設の整備及び災害復旧事業に係る事務に関すること。 

(5) 鳥獣の保護に係る事務に関すること。 

(6) 保安林に係る事務に関すること。 

北部住宅管理事務所 

(1) 市営住宅の建設に係る調査及び企画に関すること（北区、浜北区及び天竜区に係る

ものに限る。以下この項において同じ。）。 

(2) 市営住宅の管理運営に関すること。 
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(3) 住宅施策の普及啓発に関すること。 

動物愛護教育センター 

動物の愛護及び管理に係る事務並びにその総括に関すること。 

三遠南信自動車道整備事務所 

三遠南信自動車道関連道路の整備、防災対策及び調整に関すること。 

（平１９規則９９・平２０規則７・平２０規則９３・平２１規則７・平２１規則

８２・平２２規則５・平２３規則３・平２３規則３７・平２４規則１０・平２４

規則６６・平２５規則４・平２６規則８・平２７規則２１・平２７規則８４・平

２８規則１０・平２９規則５・平３０規則３・平３１規則４・一部改正） 

（職制） 

第４条の２ 危機管理監の事務（技術的事項に係るものに限る。）並びに都市整備部及び

土木部の事務を統括する職として、技術統括監を置く。 

（平２９規則５・追加） 

第５条 特定の政策に係る企画立案及び調整を行う職として、政策補佐官を置く。 

２ 政策補佐官を補佐し、特定の政策に係る企画立案及び調整を行う職として、政策調査

官を置く。 

（平２８規則１０・全改、平２９規則５・令元規則２・一部改正） 

第６条 危機管理を所掌する職として、危機管理監を置く。 

２ 危機管理監を補佐し、危機管理を所掌する職として、危機管理監代理を置く。 

（平２３規則３７・全改、平２５規則４・平２８規則１０・一部改正） 

第７条 部に部長を置く。 

２ 保健所に所長を置く。 

３ 課に課長を、中央図書館に館長を置く。 

４ 第１種事業所（佐久間病院を除く。以下同じ。）に所長（美術館にあっては館長、看

護専門学校にあっては校長、保健所浜北支所にあっては支所長、中央卸売市場及び食肉

地方卸売市場にあっては市場長、動物園にあっては園長。以下「第１種事業所長等」と

いう。）を置く。 

５ 第２種事業所に所長（博物館、秋野不矩美術館及び地区図書館にあっては館長、特別

滞納対策室、夜間救急室、公営競技室及びフィルムコミッション推進室にあっては室長、

幼稚園及び保育園にあっては園長。以下「第２種事業所長等」という。）を置く。 

（平１９規則１０７・平２０規則７・平２１規則７・平２２規則５・平２３規則
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３７・平２４規則１０・平２４規則６６・平２６規則５３・平２７規則２１・平

２７規則８４・一部改正） 

第８条 別表の１の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる特命事項に係る事務を処理さ

せるため、同表の中欄に掲げる担当部長を置く。 

２ 別表の２の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる特命事項に係る事務を処理させる

ため、同表の中欄に掲げる担当課長を置く。 

（平２０規則７・平２１規則７・平２１規則６３・平２２規則５・平２３規則３

７・一部改正） 

第９条 部に次長を置くことができる。 

２ 課に課長補佐を、中央図書館に館長補佐を置くことができる。 

３ 第１種事業所に副所長（美術館にあっては館長補佐、看護専門学校にあっては副校長、

保健所浜北支所にあっては支所長補佐、中央卸売市場及び食肉地方卸売市場にあっては

市場長補佐、動物園にあっては園長補佐。以下「第１種事業所副所長等」という。）を

置くことができる。 

（平１９規則１０７・平２０規則７・平２１規則７・平２２規則５・平２４規則

１０・一部改正） 

第１０条 技術統括監、政策補佐官、危機管理監、部長、保健所長、担当部長、危機管理

監代理、次長、政策調査官、課長（中央図書館長及び第１種事業所長等を含む。以下同

じ。）、担当課長、課長補佐（館長補佐及び第１種事業所副所長等を含む。以下同じ。）

及び第２種事業所長等は、職員のうちから市長が命じる。 

２ 技術統括監、政策補佐官、危機管理監、部長、保健所長、担当部長、危機管理監代理、

次長、政策調査官、課長、担当課長、課長補佐及び第２種事業所長等は、上司の命を受

けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（平１９規則１０７・平２０規則７・平２１規則７・平２２規則５・平２３規則

３７・平２４規則１０・平２５規則４・平２６規則５３・平２８規則１０・平２

９規則５・令元規則２・一部改正） 

第１１条 会計管理者は、職員のうちから市長が命じる。 

２ 会計管理者は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（職務代理） 

第１２条 技術統括監に事故があるときは、主管の部長がその職務を代理する。 

２ 危機管理監に事故があるときは、危機管理監代理がその職務を代理する。 
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３ 部長に事故があるときは、次長（市長が特に必要があると認める事務については、担

当部長）が、次長を置かないときは、主管の課長（市長が特に必要があると認める事務

については、担当部長）又は担当課長がその職務を代理する。 

４ 保健所長に事故があるときは、主管の課長がその職務を代理する。 

５ 担当部長に事故があるときは、次長が、次長を置かないときは、主管の課長がその職

務を代理する。 

６ 危機管理監代理に事故があるときは、危機管理課長がその職務を代理する。 

７ 次長に事故があるときは、主管の課長又は担当課長がその職務を代理する。 

８ 課長に事故があるときは、課長補佐が、課長補佐を置かないときは、主管の第２種事

業所長等がその職務を代理する。 

９ 課長補佐に事故があるときは、主管の第２種事業所長等がその職務を代理する。 

（平１９規則１０７・平２０規則７・平２１規則７・平２２規則５・平２３規則

３７・平２４規則１０・平２５規則４・平２６規則５３・平２９規則５・一部改

正） 

第１３条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその職務を代理する。 

（職員の事務分担） 

第１４条 職員の事務分担は、課長が定める。 

（平１９規則１０７・平２４規則１０・一部改正） 

（都市政策調整官等） 

第１５条 土地利用の推進及び社会資本の整備に係る総合調整を行う職として、都市整備

部に都市政策調整官を置くことができるものとし、職員のうちから市長が命じる。 

２ 部に参与、参事及び副参事を、課等（第１種事業所及び会計課を含む。以下同じ。）

に専門監、主幹、技監、副主幹、副技監及び教務主任を置くことができるものとし、職

員のうちから市長が命じる。 

３ 危機管理に関する事項を所掌する組織に参与、参事及び副参事を置くことができるも

のとし、職員のうちから市長が命じる。 

４ 会計管理者の権限に属する事務を処理する組織に参与、参事及び副参事を置くことが

できるものとし、職員のうちから市長が命じる。 

５ 都市政策調整官、参与、参事、副参事、専門監、主幹、技監、副主幹、副技監及び教

務主任は、上司の命を受けて特定の事務に従事する。 

６ 都市政策調整官、参与、参事、副参事、専門監、主幹、技監、副主幹、副技監及び教
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務主任は、特定の事務に関し所属職員がある場合において市長が必要があると認めると

きは、当該職員を指揮監督することができる。 

（平２３規則３７・平２５規則４・一部改正） 

（主任） 

第１６条 課等に主任を置くことができるものとし、職員のうちから市長が命じる。 

２ 主任は、上司の命を受けて所管の業務を掌理する。 

（医監等） 

第１７条 医療施策に関する特命事項に係る事務を処理させるため、健康福祉部に医監を

置き、職員のうちから市長が命じる。 

２ 財務部技術監理課に検査監を置き、職員のうちから市長が命じる。 

（平２１規則７・全改、平２３規則３７・平２５規則４・一部改正） 

（主務者） 

第１８条 臨時又は特定の事務については、特に主務者を定めて処理させることができる。 

（グループ制） 

第１９条 課等の分掌事務を処理するため、課長は、グループを置くことができる。 

２ グループにグループ長を置き、グループ長は、主幹、技監、副主幹、副技監及び教務

主任の職にある職員のうちから課長が指名する。 

３ 前項の規定にかかわらず、課長が特に必要があると認めるときは、専門監の職にある

職員にグループ長の事務を取り扱わせることができる。 

（平２０規則７・一部改正） 

（兼務） 

第２０条 財務部市民税課の職員で、その所管に係る税に関する証明に関する事務を行う

ものは、辞令書によることなく、財務部収納対策課の職員の職を兼ね、市税及び個人県

民税の収納に係る証明に関する事務を行うものとする。 

２ 財務部資産税課の職員で、北区又は天竜区の区域内に所在する勤務場所に勤務するも

のは、辞令書によることなく、財務部市民税課及び収納対策課の職員の職を兼ねるもの

とする。 

３ 財務部収納対策課の職員で、市税及び個人県民税の収納に係る証明に関する事務を行

うものは、辞令書によることなく、財務部市民税課の職員の職を兼ね、その所管に係る

税に関する証明に関する事務を行うものとする。 

４ 健康福祉部障害保健福祉課の職員は、辞令書によることなく、健康福祉部保健所保健
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総務課の職員の職を兼ね、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による申請、届出

等の受付等に係る事務を行うものとする。 

５ 健康福祉部保健所浜北支所の職員は、辞令書によることなく、都市整備部動物園の職

員の職を兼ね、動物の愛護及び管理に係る事務を行うものとする。 

６ 産業部農業振興課の職員で、北区、浜北区又は天竜区の区域内に所在する勤務場所に

勤務するものは、辞令書によることなく、産業部農地整備課、農地利用課及び林業振興

課の職員の職を兼ねるものとする。 

７ 産業部農地利用課の職員で、北区又は浜北区の区域内に所在する勤務場所に勤務する

ものは、辞令書によることなく、産業部農業振興課、農地整備課及び林業振興課の職員

の職を兼ねるものとする。 

８ 都市整備部動物園の職員で、動物愛護教育センターが所掌する事務を行うものは、辞

令書によることなく、健康福祉部保健所保健総務課の職員の職を兼ね、狂犬病予防に係

る事務及びその総括並びに化製場等に係る事務及びその総括に関する事務を行うものと

する。 

９ 次の表の左欄に掲げる区役所の課の職員は、辞令書によることなく、同表の中欄に掲

げる課等の職員の職を兼ね、同表の右欄に掲げる事務を行うものとする。 

区役所の課 課等 事務 

中区役所健康づくり課

東区役所健康づくり課

西区役所健康づくり課

南区役所健康づくり課

健康福祉部保健

所生活衛生課 

感染症の対策（肝炎治療特別促進事業に限

る。）に係る申請の受付に関すること。 

北区役所健康づくり課

天竜区役所健康づくり

課 

健康福祉部保健

所浜北支所 

感染症の対策（肝炎治療特別促進事業に限

る。）に係る申請の受付に関すること。 

１０ 東、西、南及び浜北区役所の区民生活課の職員で、税の申告書及び届出書等の受付

に関する事務を行うものは、辞令書によることなく、財務部市民税課の職員の職を兼ね

るものとする。 

（平２１規則７・全改、平２２規則５・平２３規則３７・平２４規則１０・平２

４規則６６・平２５規則４・平２６規則８・平２６規則８７・平２７規則８４・

平２９規則５・一部改正） 

（佐久間病院） 
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第２１条 佐久間病院の分掌事務の概目、職制等は、別に定める。 

（細目） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 浜松市保健環境研究所に関する規則（平成１５年浜松市規則第４６号） 

(2) 浜松市新清掃工場水泳場建設事務局に関する規則（平成１５年浜松市規則第４７号） 

３ 浜松市佐久間病院に関する規則（平成１８年浜松市規則第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成１９年６月２９日浜松市規則第９９号） 

この規則は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年７月１３日浜松市規則第１０７号） 

この規則は、平成１９年７月２０日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２１日浜松市規則第１１０号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日浜松市規則第１１８号抄） 

１ この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日浜松市規則第７号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条

例施行規則（平成１９年浜松市規則第１１８号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２０年６月１２日浜松市規則第７１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年８月２６日浜松市規則第７７号） 

１ この規則は、平成２０年９月１日から施行する。 

２ 浜松市公印規則（昭和２８年浜松市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２０年９月３０日浜松市規則第８３号） 
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この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１１日浜松市規則第９３号） 

１ この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ 浜松市会計規則（昭和３９年浜松市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２１年３月２４日浜松市規則第７号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項建築住宅部の

項建築行政課の項の改正規定は同年６月４日から、同条第１項建築住宅部の項住宅課の

項の改正規定は同年７月１日から施行する。 

２ 浜松市河川法施行細則（昭和４９年浜松市規則第７３号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 

附 則（平成２１年６月１７日浜松市規則第６０号）抄 

１ この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年８月２５日浜松市規則第６３号） 

この規則は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１８日浜松市規則第８２号） 

この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２４日浜松市規則第５号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 浜松市区における総合行政の推進に関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２２年３月３１日浜松市規則第３１号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月１７日浜松市規則第４１号） 

この規則は、平成２２年８月１日から施行する。ただし、別表の２の表の改正規定は、

同年７月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１５日浜松市規則第３号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年６月２４日浜松市規則第３７号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

（浜松市緊急経済対策事業本部に関する規則の廃止） 

２ 浜松市緊急経済対策事業本部に関する規則（平成２１年浜松市規則第１８号）は、廃

止する。 

（浜松市公告式規則の一部改正） 

３ 浜松市公告式規則（平成１７年浜松市規則第１４０号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市区役所事務分掌規則の一部改正） 

４ 浜松市区役所事務分掌規則（平成１９年浜松市規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

（次のよう略） 

（浜松市区における総合行政の推進に関する規則の一部改正） 

５ 浜松市区における総合行政の推進に関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市庁議等に関する規則の一部改正） 

６ 浜松市庁議等に関する規則（平成１１年浜松市規則第７０号）の一部を次のように改

正する。 

（次のよう略） 

（浜松市特定非営利活動促進法施行条例施行細則の一部改正） 

７ 浜松市特定非営利活動促進法施行条例施行細則（平成１９年浜松市規則第３６号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正） 

８ 浜松市予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年浜松市規則第８号）の一部を次

のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条

例施行規則の一部改正） 

９ 浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条
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例施行規則（平成１９年浜松市規則第１１８号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市景観条例施行規則の一部改正） 

１０ 浜松市景観条例施行規則（平成２０年浜松市規則第１０２号）の一部を次のように

改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

１１ 浜松市屋外広告物条例施行規則（平成１７年浜松市規則第１３８号）の一部を次の

ように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２４年３月２３日浜松市規則第１０号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条

例施行規則（平成１９年浜松市規則第１１８号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５８号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年８月２２日浜松市規則第６６号） 

この規則は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２５日浜松市規則第７２号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条第１項健康福祉部の項障害保健福

祉課の項の改正規定は平成２４年１０月１日から、同条第１項市民部の項市民生活課の項

の改正規定は同年１２月２９日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月２９日浜松市規則第７７号） 
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この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）の施行の

日（平成２４年１２月４日）から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日浜松市規則第４号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項市民部の項ユニ

バーサル社会・男女共同参画推進課の項及び文化政策課の項並びに別表の２ユニバーサル

社会・男女共同参画推進課の項の改正は、同年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月１４日浜松市規則第５０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１３日浜松市規則第６８号） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、第３条第１項こども家庭部の

項子育て支援課の項の改正は、同月３日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２４日浜松市規則第８号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日浜松市規則第４０号抄） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２０日浜松市規則第５１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月１３日浜松市規則第５３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日浜松市規則第６５号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２６日浜松市規則第８７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日浜松市規則第２１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１９日浜松市規則第８４号） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

（浜松市区役所事務分掌規則の一部改正） 

第２条 浜松市区役所事務分掌規則（平成１９年浜松市規則第４号）の一部を次のように
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改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市区における総合行政の推進に関する規則の一部改正） 

第３条 浜松市区における総合行政の推進に関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市市政運営会議等に関する規則の一部改正） 

第４条 浜松市市政運営会議等に関する規則（平成１１年浜松市規則第７０号）の一部を

次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市副市長の事務分担に関する規則の一部改正） 

第５条 浜松市副市長の事務分担に関する規則（平成１９年浜松市規則第１０６号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正） 

第６条 浜松市予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年浜松市規則第８号）の一部

を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市公有財産管理規則の一部改正） 

第７条 浜松市公有財産管理規則（昭和３９年浜松市規則第３０号）の一部を次のように

改正する。 

（次のよう略） 

（浜松市庁舎等管理規則の一部改正） 

第８条 浜松市庁舎等管理規則（昭和３９年浜松市規則第４３号）の一部を次のように改

正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２８年３月２４日浜松市規則第１０号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 浜松市河川法施行細則（昭和４９年浜松市規則第７３号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 
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附 則（平成２８年９月２１日浜松市規則第７１号） 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日浜松市規則第５号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月１６日浜松市規則第６３号） 

この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日浜松市規則第３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は同年６月１日

から、第３条の規定は同年１２月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月２７日浜松市規則第４３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１５日浜松市規則第４号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２１日浜松市規則第２号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日浜松市規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

（平２０規則７・平２０規則７７・平２１規則７・平２１規則６３・平２２規則

５・平２２規則４１・平２３規則３７・平２４規則１０・平２４規則５６・平２

４規則５７・平２４規則６６・平２５規則４・平２５規則５０・平２５規則６８・

平２６規則８・平２７規則２１・平２７規則８４・平２８規則１０・平２８規則

７１・平２９規則５・平３０規則３・平３１規則４・一部改正） 

１ 担当部長 

部 担当部長 担当事務 

財務部 税務担当部長 税務総務課、市民税課、資産税課及び収納

対策課の分掌事務 

市民部 文化振興担当部長 創造都市・文化振興課、スポーツ振興課、

文化財課、美術館及び中央図書館の分掌事

務 

健康福祉部 医療担当部長 健康医療課、精神保健福祉センター、看護
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専門学校、保健環境研究所、病院管理課、

佐久間病院及び健康増進課の分掌事務 

産業部 観光・ブランド振興担当部

長 

観光・シティプロモーション課の分掌事務

農林水産担当部長 農業水産課、中央卸売市場、食肉地方卸売

市場、農業振興課、農地整備課、農地利用

課及び林業振興課の分掌事務 

都市整備部 花みどり担当部長 緑政課、動物園、公園課及び公園管理事務

所の分掌事務 

２ 担当課長 

課 担当課長 担当事務 

危機管理課 津波対策担当課長 津波対策の推進及び総合調整に関するこ

と。 

企画課 大都市制度・広域行政担当

課長 

(1) 大都市制度の調査及び研究に関する

こと。 

(2) 指定都市市長会等に関すること。 

(3) 地方分権の推進に関すること。 

(4) 広域行政に関すること。 

人事課 人材開発担当課長 職員の研修に係る事務並びにその企画及

び調整に関すること。 

政策法務課 経営推進担当課長 (1) 行財政改革に係る事務の総括に関す

ること。 

(2) 事務改善の企画及び指導に関するこ

と。 

(3) 外郭団体関与の総括に関すること。 

(4) 附属機関の総括に関すること。 

(5) 内部統制制度の総括に関すること。 

(6) 外部監査制度に関すること。 

(7) 行政不服審査会に関すること。 

アセットマネ

ジメント推進

庁舎・資産管理担当課長 (1) 普通財産の取得、管理、処分及び調

整に関すること。 
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課 (2) 公有財産台帳の整理に関すること。 

(3) 市有財産の保険及び共済に関するこ

と。 

(4) 本庁舎等の整備及び維持管理並びに

庁舎内の部課の配置に関すること。 

(5) 庁用自動車の整備、管理及び運用に

関すること。 

(6) 三大地財産区、四大地財産区及び赤

佐財産区との総合調整に関すること。 

市民生活課 戸籍・住基担当課長 (1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に

係る区役所事務の総括に関すること。 

(2) 旅券の申請、交付等に係る事務の総

括に関すること。 

創造都市・文

化振興課 

創造都市推進担当課長 (1) 創造都市の推進及び総合調整に関す

ること。 

(2) 市民文化創造拠点施設及び音楽文化

の振興のための施設の整備に関するこ

と。 

生涯学習担当課長 (1) 生涯学習の推進に係る施策の企画、

調整及び実施に関すること。 

(2) 生涯学習施設の総括に関すること。 

(3) 浜松科学館に関すること。 

スポーツ振興

課 

スポーツコミッション推進

担当課長 

スポーツ行事の誘致等に関すること。 

福祉総務課 指導監査担当課長 (1) 社会福祉法人の認可及び指導監査に

関すること。 

(2) 社会福祉施設の指導監査に関するこ

と。 

障害保健福祉

課 

精神保健福祉担当課長 (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律の施行に係る事務及びその総括

に関すること。 
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(2) こころの健康相談に関すること。 

(3) 障がい者自立支援協議会地域移行・

定着専門部会に関すること。 

(4) 精神保健福祉審議会に関すること。 

高齢者福祉課 医療・介護推進担当課長 (1) 高齢者の保健福祉に係る総合相談の

総括に関すること。 

(2) 地域支援事業に係る事務の総括に関

すること。 

(3) 在宅医療と介護との連携の推進に関

すること。 

(4) 地域包括支援センターに係る事務の

総括に関すること。 

(5) 高齢者の虐待防止に係る事務の総括

に関すること。 

(6) 地域包括支援センター運営協議会に

関すること。 

生活衛生課 食品衛生担当課長 (1) 食品衛生に係る事務及びその総括に

関すること。 

(2) 栄養の改善に係る事務及びその総括

に関すること。 

幼児教育・保

育課 

幼児教育指導担当課長 幼児教育及び保育に係る総合的な施策の

企画及び調整に関すること。 

廃棄物処理課 収集業務担当課長 (1) 一般廃棄物の処理に係る事務及びそ

の総括に関すること。 

(2) ごみ集積所の適正管理の総括に関す

ること。 

(3) 北部収集窓口センターに関するこ

と。 

新清掃工場建設担当課長 新清掃工場の整備に関すること。 

産業総務課 雇用・労政担当課長 (1) 勤労者の福祉に係る施策の企画、調

整及び実施に関すること。 
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(2) 雇用の促進に係る施策の企画、調整

及び実施に関すること。 

(3) 経済対策に関すること。 

(4) 公共職業安定所との一体的な行政サ

ービスの提供に関すること。 

(5) 勤労会館及び勤労青少年ホームに関

すること。 

(6) 労働教育協議会に関すること。 

(7) 公益財団法人浜松市勤労福祉協会と

の総合調整に関すること。 

産業振興課 商業振興担当課長 (1) 商業振興の基本的施策の企画、調整

及び実施に関すること。 

(2) 地場産業の振興に関すること。 

(3) 中心市街地活性化施策の総合調整に

関すること。 

(4) 大型集客施設の立地に関すること。 

(5) 商店街の活性化に関すること。 

(6) 総合産業展示館及びギャラリーモー

ルに関すること。 

(7) 商業集積審議会及び大規模小売店舗

立地審議会に関すること。 

(8) 株式会社なゆた浜北との総合調整に

関すること。 

観光・シティ

プロモーショ

ン課 

海外戦略担当課長 (1) 産業分野における海外展開の調整に

関すること。 

(2) 外国人観光客誘致の推進に関するこ

と。 

農地整備課 国営事業推進担当課長 (1) 土地改良法の施行に係る事務に関す

ること。 

(2) 国営三方原用水事業、国営天竜川下

流用水事業及び国営浜名湖北部用水事
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業に係る事務に関すること。 

道路企画課 交通安全対策担当課長 (1) 交通安全対策の企画、調整及び実施

に関すること。 

(2) 交通安全施設の整備事業及び交通安

全対策事業の総括に関すること。 

(3) 交通安全対策会議に関すること。 
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○浜松市区役所事務分掌規則 

平成１９年２月１日 

浜松市規則第４号 

改正 （略） 

令和２年３月２４日浜松市規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（平成１８年浜松市条

例第７８号）第３条に規定する区役所の組織及びその分掌事務等について必要な事項を

定める。 

（平２４規則１１・一部改正） 

（課） 

第２条 区役所に次の表に掲げる課を置く。 

区役所 課 

中区役所 区振興課 区民生活課 まちづくり推進課 社会福祉課 生活

福祉課 長寿保険課 健康づくり課 

東区役所 区振興課 区民生活課 社会福祉課 長寿保険課 健康づくり

課 

西区役所 区振興課 区民生活課 まちづくり推進課 社会福祉課 長寿

保険課 健康づくり課 

南区役所 区振興課 区民生活課 社会福祉課 長寿保険課 健康づくり

課 

北区役所 区振興課 区民生活課 まちづくり推進課 社会福祉課 長寿

保険課 健康づくり課 

浜北区役所 区振興課 区民生活課 まちづくり推進課 社会福祉課 長寿

保険課 健康づくり課 

天竜区役所 区振興課 区民生活課 まちづくり推進課 社会福祉課 長寿

保険課 健康づくり課 

（平２０規則９・全改、平２１規則８・平２２規則７・平２３規則５・平２４規

則１１・平２４規則６６・平２７規則２２・一部改正） 

（出先機関） 

第３条 次の表の左欄に掲げる区役所に同表の右欄に掲げる第１種出先機関を置く。 
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区役所 第1種出先機関 

西区役所 協働センター（舞阪協働センター） 

北区役所 協働センター（引佐協働センター 三ヶ日協働センター） 

天竜区役所 協働センター（春野協働センター 佐久間協働センター 水窪協働センタ

ー 龍山協働センター） 

２ 次の表の左欄に掲げる区役所の同表の中欄に掲げる課及び第１種出先機関に同表の右

欄に掲げる第２種出先機関を置く。 

区役所 課及び第1種出先機関 第2種出先機関 

中区役所 区振興課 協働センター（東部協働センター 富塚協働セ

ンター 高台協働センター 西部協働センター

佐鳴台協働センター 北部協働センター 県居

協働センター 南部協働センター 中部協働セ

ンター 曳馬協働センター） 

区民生活課 協働センター（東部協働センター 富塚協働セ

ンター 高台協働センター 佐鳴台協働センタ

ー 県居協働センター 曳馬協働センター）

市民サービスセンター（北部市民サービスセン

ター 駅前市民サービスセンター 高丘葵市民

サービスセンター） 

まちづくり推進課 協働センター（東部協働センター 富塚協働セ

ンター 高台協働センター 西部協働センター

佐鳴台協働センター 北部協働センター 県居

協働センター 南部協働センター 中部協働セ

ンター 曳馬協働センター） 

東区役所 区民生活課 協働センター（蒲協働センター 天竜協働セン

ター 長上協働センター 笠井協働センター

積志協働センター） 

西区役所 区振興課 協働センター（神久呂協働センター 入野協働

センター 伊佐見協働センター 和地協働セン

ター 庄内協働センター 篠原協働センター

雄踏協働センター） 
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区民生活課 協働センター（神久呂協働センター 入野協働

センター 伊佐見協働センター 和地協働セン

ター 庄内協働センター 篠原協働センター） 

まちづくり推進課 協働センター（神久呂協働センター 入野協働

センター 伊佐見協働センター 和地協働セン

ター 庄内協働センター 篠原協働センター

雄踏協働センター） 

南区役所 区民生活課 協働センター（南陽協働センター 五島協働セ

ンター 白脇協働センター 新津協働センター

可美協働センター） 市民サービスセンター（可

美市民サービスセンター 飯田市民サービスセ

ンター） 

北区役所 区振興課 協働センター（三方原協働センター 都田協働

センター 細江協働センター） 

区民生活課 協働センター（三方原協働センター 都田協働

センター） 市民サービスセンター（新都田市

民サービスセンター） 

まちづくり推進課 協働センター（三方原協働センター 都田協働

センター 細江協働センター） 

浜北区役所 区振興課 協働センター（北浜南部協働センター 浜名協

働センター 中瀬協働センター 麁玉協働セン

ター） 

区民生活課 協働センター（北浜南部協働センター 浜名協

働センター 中瀬協働センター 麁玉協働セン

ター） 市民サービスセンター（赤佐市民サー

ビスセンター） 

まちづくり推進課 協働センター（北浜南部協働センター 浜名協

働センター 中瀬協働センター 麁玉協働セン

ター） 浜北地域活動・研修センター 

天竜区役所 区振興課 協働センター（二俣協働センター） ふれあい

センター（光明ふれあいセンター 竜川ふれあ
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いセンター 熊ふれあいセンター 上阿多古ふ

れあいセンター 下阿多古ふれあいセンター） 

区民生活課 ふれあいセンター（竜川ふれあいセンター 熊

ふれあいセンター 上阿多古ふれあいセンター

下阿多古ふれあいセンター） 市民サービスセ

ンター（鹿島市民サービスセンター） 

まちづくり推進課 協働センター（二俣協働センター） ふれあい

センター（光明ふれあいセンター 竜川ふれあ

いセンター 熊ふれあいセンター 上阿多古ふ

れあいセンター 下阿多古ふれあいセンター） 

佐久間協働センター ふれあいセンター（浦川ふれあいセンター 山

香ふれあいセンター 城西ふれあいセンター） 

龍山協働センター 市民サービスセンター（龍山北市民サービスセ

ンター） 

（平２４規則１１・追加、平２５規則５・平２７規則２２・一部改正） 

（区役所の課の分掌事務） 

第４条 第２条に規定する各区役所の課の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

区振興課 

(1) 防災行政無線、防災施設及び防災資機材の維持管理等に関すること。 

(2) 防災意識その他の危機管理（市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は

生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同

じ。）に係る意識の普及及び啓発に係る事務の実施に関すること。 

(3) 自主防災組織に係る事務に関すること。 

(4) 災害対策本部、地震災害警戒本部、国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部その

他の危機に関する対策本部の区本部に関すること。 

(5) 区における事務事業の総合調整に関すること。 

(6) 広聴及び広報に係る事務に関すること。 

(7) 窓口の案内業務に関すること（東、西、南、北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(8) 区政の情報の収集及び発信に関すること。 

(9) 区に係る広報紙の編集に関すること。 

(10) 生活情報基盤の整備に関すること（北及び天竜区役所に限る。）。 
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(11) 職員の人事、給与及び厚生に関すること。 

(12) 区の行政区域に係る事務に関すること。 

(13) 市町村合併等に伴う証明書の発行に関すること。 

(14) 文書の管理に関すること。 

(15) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。 

(16) 住居表示に係る事務に関すること。 

(17) 統計の実施に関すること。 

(18) 区役所で所管する財産の管理等に関すること。 

(19) 区役所庁舎等の整備及び維持管理並びに庁舎内の課の配置に関すること。 

(20) 庁用自動車の整備、管理及び運用に関すること。 

(21) 三大地財産区、四大地財産区及び赤佐財産区に関すること（浜北区役所に限る。）。 

(22) 工事その他の請負契約、物品の購入及び修繕等に関すること。 

(23) 区役所における業務委託契約及び賃貸借契約の総括に関すること。 

(24) 不用品の処分に関すること。 

(25) 市民安全に係る事務の実施に関すること。 

(26) 暴力追放運動に係る事業の実施に関すること。 

(27) 区における市民協働に関すること（中、西、北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(28) 区の振興に係る企画及び総合調整に関すること。 

(29) 区における総合行政の推進に関すること。 

(30) 中山間地域の振興に関すること（北及び天竜区役所に限る。）。 

(31) 区内の地域住民組織との連絡調整に関すること（中、西、北、浜北及び天竜区役

所に限る。）。 

(32) 地縁による団体の認可に関すること（中、西、北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(33) 防犯灯設置維持管理費等の補助に係る事業の実施に関すること（中、西、北、浜

北及び天竜区役所に限る。）。 

(34) 区内のコミュニティの推進に関すること（中、西、北、浜北及び天竜区役所に限

る。）。 

(35) 区協議会に関すること。 

(36) 区振興課に置かれる第２種協働センター（第２種出先機関である協働センターを

いう。以下同じ。）に関すること（中、西、北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(37) 区振興課に置かれるふれあいセンターに関すること（天竜区役所に限る。）。 
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(38) ユニバーサルデザインの普及及び啓発に係る事務の実施に関すること。 

(39) 区内の男女共同参画の啓発に関すること。 

(40) 商工業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること（東及び南区役所に

限る。）。 

(41) 区における観光宣伝に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(42) 観光施設等の維持管理に関すること（南区役所に限る。）。 

(43) 農業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(44) 林業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(45) 鳥獣の保護及び有害鳥獣対策に係る相談、苦情等に関すること（東及び南区役所

に限る。）。 

(46) 地価公示及び地価調査の台帳等の閲覧に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(47) 公共交通事業に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(48) 花と緑のまち・浜松の推進に係る事業の実施に関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(49) 緑地の保全及び緑化の推進に係る受付等に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(50) 生産緑地地区指定の相談、受付等に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(51) 都市公園等に係る連絡調整に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(52) 区における交通安全対策の企画、調整及び実施に関すること（東及び南区役所に

限る。）。 

(53) 第１種協働センター（第１種出先機関である協働センターをいう。以下同じ。）

との連絡調整に関すること（西、北及び天竜区役所に限る。）。 

(54) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 

(55) 区役所の予算及び決算の総括に関すること。 

(56) 区役所内の総合調整に関すること。 

(57) 他の課に属しないこと。 

区民生活課 

(1) 税の申告書及び届出書等の受付に関すること（東、西、南及び浜北区役所に限る。）。 

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付、返納等に関すること（東、西、

南及び浜北区役所に限る。）。 
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(3) 市税及び個人県民税に係る証明に関すること。 

(4) 土地家屋縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳等の閲覧に関すること（東、西、南

及び浜北区役所に限る。）。 

(5) 市税及び国民健康保険料の収納等に関すること（東、西、南及び浜北区役所に限る。）。 

(6) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他の市民窓口サービスに関すること。 

(7) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法に基づく届出の受付等に関すること。 

(8) 旅券の申請、交付等に係る事務に関すること。 

(9) 広域行政窓口サービスに関すること。 

(10) 区内の第１種協働センターにおける市民窓口サービスに係る事務の総括に関する

こと（西、北及び天竜区役所に限る。）。 

(11) 区民生活課に置かれる第２種協働センターに関すること（中、西、北及び浜北区

役所に限る。）。 

(12) 区民生活課に置かれるふれあいセンターに関すること（天竜区役所に限る。）。 

(13) 市民サービスセンターに関すること（中、南、北、浜北及び天竜区役所に限り、

他の所管に係るものを除く。）。 

(14) 埋火葬、斎場火葬利用及び改葬の許可に係る事務に関すること。 

(15) 墓園、墓地及び納骨堂の利用に係る事務に関すること。 

(16) 簡易な市民相談、交通事故相談、消費生活相談等に関すること。 

(17) 法律相談の連絡調整に関すること（北及び天竜区役所に限る。）。 

(18) 行政相談委員との連絡調整に関すること。 

(19) 区における市民協働に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(20) 区内の地域住民組織との連絡調整に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(21) 地縁による団体の認可に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(22) 防犯灯設置維持管理費等の補助に係る事業の実施に関すること（東及び南区役所

に限る。）。 

(23) 区内のコミュニティの推進に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(24) 区内の成人式に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(25) 区民生活課に置かれる第２種協働センターに関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(26) 文化事業等の企画及び実施に関すること（東及び南区役所に限る。）。 
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(27) 生涯学習の推進に係る事業の企画及び実施に関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(28) 文化団体等との連絡調整に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(29) スポーツ振興に係る事業の企画及び実施に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(30) 小・中学校スポーツ施設の利用に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(31) 公益財団法人浜松市体育協会及び区内のスポーツ振興団体との連絡調整に関する

こと（東及び南区役所に限る。）。 

(32) 狂犬病予防に係る事務に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(33) 動物の愛護及び管理に係る事務に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(34) 衛生害虫等の防除に係る相談に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(35) 地域における環境施策に係る事務に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(36) 希少動植物等の保護及び里山保全等の事業の実施に関すること（東及び南区役所

に限る。）。 

(37) ごみ減量施策の実施に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(38) 家庭から排出される廃棄物に係る相談、指導等に関すること（東及び南区役所に

限る。）。 

(39) 連絡ごみの収集に係る相談等に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(40) 不法投棄物に係る対応に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(41) 環境美化活動に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(42) 死犬猫等の処理に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(43) 浄化槽に係る事務に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(44) 産業廃棄物に係る相談及び苦情の連絡調整に関すること（東及び南区役所に限

る。）。 

(45) 臨時運行許可に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

(46) 区内の市営住宅に係る連絡調整に関すること（東及び南区役所に限る。）。 

まちづくり推進課 

(1) 地域の振興に係る事業の実施及び支援に関すること（西、北、浜北及び天竜区役所

に限る。）。 

(2) 区内の成人式に関すること。 

(3) 文化事業等の企画及び実施に関すること。 

(4) 生涯学習の推進に係る事業の企画及び実施に関すること。 
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(5) 文化団体等との連絡調整に関すること。 

(6) スポーツ振興に係る事業の企画及び実施に関すること。 

(7) 小・中学校スポーツ施設の利用に関すること。 

(8) 公益財団法人浜松市体育協会及び区内のスポーツ振興団体との連絡調整に関する

こと。 

(9) まちづくり推進課に置かれる第２種協働センターに関すること。 

(10) まちづくり推進課に置かれるふれあいセンターに関すること（天竜区役所に限

る。）。 

(11) 狂犬病予防に係る事務に関すること。 

(12) 動物の愛護及び管理に係る事務に関すること。 

(13) 衛生害虫等の防除に係る相談に関すること。（西、北及び天竜区役所に限る。） 

(14) 地域における環境施策に係る事務に関すること。 

(15) 希少動植物等の保護及び里山保全等の事業の実施に関すること。 

(16) 大気汚染、悪臭、騒音、振動、水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下に係る緊急時等

の初期対応に関すること（北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(17) 地下水の保全対策に関すること（北区役所に限る。）。 

(18) ごみ減量施策の実施に関すること。 

(19) 家庭から排出される廃棄物に係る相談、指導等に関すること。 

(20) 連絡ごみの収集に係る相談等に関すること。 

(21) 不法投棄物に係る対応に関すること。 

(22) 環境美化活動に関すること。 

(23) 死犬猫等の処理に関すること。 

(24) 浄化槽に係る事務に関すること。 

(25) 産業廃棄物に係る相談及び苦情の連絡調整に関すること。 

(26) 産業廃棄物に係る相談及び苦情の受付並びに初期調査に関すること（北、浜北及

び天竜区役所に限る。）。 

(27) 商工業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること。 

(28) 臨時運行許可に関すること。 

(29) 雇用の促進に係る相談等に関すること（浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(30) 区内の商工業関係団体及び観光関係団体との連絡調整に関すること（西、北、浜

北及び天竜区役所に限る。）。 
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(31) 浜北地域活動・研修センターに関すること（浜北区役所に限る。）。 

(32) 区における観光宣伝に関すること。 

(33) 観光施設等の維持管理に関すること。 

(34) 農業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること（西区役所に限る。）。 

(35) 林業の振興に係る申請の受付、相談及び調査に関すること（西区役所に限る。）。 

(36) 鳥獣の保護及び有害鳥獣対策に係る相談、苦情等に関すること（中及び西区役所

に限る。）。 

(37) 都市計画に係る地図の販売に関すること。 

(38) 地価公示及び地価調査の台帳等の閲覧に関すること。 

(39) 公共交通事業に関すること。 

(40) 公共交通空白地有償運送事業に関すること（北及び天竜区役所に限る。）。 

(41) 花と緑のまち・浜松の推進に係る事業の実施に関すること。 

(42) 緑地の保全及び緑化の推進に係る受付等に関すること。 

(43) 自然公園及び自然環境保全地域内における建築行為等の許可等に関すること（西、

北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(44) 生産緑地地区指定の相談、受付等に関すること。 

(45) 都市公園等に係る連絡調整に関すること。 

(46) 区内の市営住宅に係る連絡調整に関すること（西、北及び天竜区役所に限る。）。 

(47) 区における交通安全対策の企画、調整及び実施に関すること。 

社会福祉課 

(1) 福祉に係る総合的な施策の調整に関すること。 

(2) 地域福祉に係る施策の実施に関すること。 

(3) 生活保護の決定及び実施に関すること（東、西、南、北、浜北及び天竜区役所に限

る。）。 

(4) 行旅病人、行旅死亡人等に関すること（東、西、南、北、浜北及び天竜区役所に限

る。）。 

(5) 旅費欠乏者の援護に関すること（東、西、南、北、浜北及び天竜区役所に限る。）。 

(6) 生活保護法による施設の設置等の相談に関すること（東、西、南、北、浜北及び天

竜区役所に限る。）。 

(7) 生活困窮者自立支援に関すること。 

(8) 民生委員及び児童委員に係る事務に関すること。 
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(9) 災害見舞及び被災者の援護に関すること。 

(10) 日本赤十字社に係る事業に関すること。 

(11) 戦傷病者、戦没者遺族及び被爆者等の援護に関すること。 

(12) 未帰還者、引揚者及び一時帰国者の援護に関すること。 

(13) 人権啓発事業及び人権教育事業の実施に関すること。 

(14) 人権擁護委員及び保護司に関すること。 

(15) 福祉事務所の庶務に関すること。 

(16) 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

(17) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（育成医療に係るものを除く。）の施行に係る事務に関する

こと。 

(18) 身体障害者、知的障害者及び障害児に関する相談に関すること。 

(19) 身体障害者、知的障害者及び障害児の援護に関すること。 

(20) 精神障害者の福祉に係る事務に関すること。 

(21) 障害者の虐待防止に係る事務に関すること。 

(22) 障害を理由とする差別の解消の推進に係る事務に関すること。 

(23) 特別障害者手当、特別児童扶養手当等に係る事務に関すること。 

(24) 心身障害者扶養共済制度に係る事務に関すること。 

(25) 障害支援区分審査会に関すること。 

(26) 児童健全育成事業に関すること。 

(27) 家庭教育の推進に係る事業に関すること。 

(28) 家庭児童相談室に関すること。 

(29) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に係る事務に関すること。 

(30) 児童手当、児童扶養手当等に係る事務に関すること。 

(31) 交通遺児等福祉手当及び遺児等福祉手当に係る事務に関すること。 

(32) 乳幼児、小・中学生、高校生世代及び母子家庭等に対する医療費の助成に係る事

務に関すること。 

(33) 婦人相談員に関すること。 

(34) 子ども・子育て支援法の施行に係る事務に関すること。 

(35) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行

に係る事務に関すること。 
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(36) 特別保育事業の実施に関すること。 

生活福祉課 

(1) 生活保護の決定及び実施に関すること。 

(2) 行旅病人、行旅死亡人等に関すること。 

(3) 旅費欠乏者の援護に関すること。 

(4) 生活保護法による施設の設置等の相談に関すること。 

長寿保険課 

(1) 老人福祉法の施行に係る事務に関すること。 

(2) 軽費老人ホームに係る事務に関すること（東、西、南、北、浜北及び天竜区役所に

限る。）。 

(3) 高齢者の生きがい事業等に係る事務に関すること。 

(4) 高齢者の保健福祉に係る総合相談に関すること。 

(5) 高齢者の生活支援に係る事務に関すること。 

(6) 地域支援事業に係る事務に関すること。 

(7) 地域包括支援センターに係る事務に関すること。 

(8) 高齢者の虐待防止に係る事務に関すること。 

(9) 介護保険に係る事務に関すること。 

(10) 介護サービスの質の向上及び適正実施指導に関すること。 

(11) 介護認定審査会に関すること。 

(12) 国民健康保険に係る事務に関すること。 

(13) 後期高齢者医療に係る事務に関すること。 

(14) 国民年金に係る事務に関すること。 

健康づくり課 

(1) 区における保健医療施策の実施に関すること。 

(2) 医療関係団体との連絡調整に関すること。 

(3) 地域保健活動の実施に関すること。 

(4) 区における保健師の活動の統括に関すること。 

(5) 母子保健に係る事業の実施に関すること。 

(6) 予防接種に係る事務に関すること。 

(7) がん検診等に係る事務に関すること。 

(8) 栄養に係る事業の実施に関すること。 
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(9) 小児慢性特定疾病医療支援に係る申請の受付等に関すること。 

(10) 自立支援医療（育成医療に係るものに限る。）、養育医療及び療育医療に係る申

請の受付等に関すること。 

(11) 不妊治療等支援事業に係る申請の受付等に関すること。 

(12) 難病対策に係る申請の受付等に関すること。 

(13) 原子爆弾被爆者の健康管理に係る申請の受付に関すること。 

(14) 歯科保健事業の実施に関すること。 

（平２０規則９・平２０規則７１・平２１規則８・平２１規則６３・平２２規則

７・平２２規則３１・平２２規則４２・平２３規則５・平２３規則３７・一部改

正、平２４規則１１・旧第３条繰下・一部改正、平２４規則５７・平２４規則５

８・平２４規則６６・平２４規則７３・平２５規則５・平２６規則１０・平２６

規則５１・平２６規則６５・平２６規則８７・平２７規則２２・平２８規則１３・

平２９規則７・平３０規則４・平３１規則５・一部改正） 

（公の施設の所管） 

第５条 次の表の左欄に掲げる区役所の同表の中欄に掲げる課は、前条に掲げるもののほ

か、同表の右欄に掲げる公の施設（当該区内に所在するものに限る。）を所管する。 

区役所 課 公の施設 

中区役所 区民生活課 浜松斎場 

まちづくり推進課 浜松文芸館 浜松復興記念館 北部水泳場

武道館 学習等供用施設 文化コミュニティ

センター 観光バス公共駐車場 

社会福祉課 福祉館 北星児童館 江西児童館 

長寿保険課 ふれあい交流センターいたや 

健康づくり課 中央保健福祉センター 

東区役所 区民生活課 半田山グラウンド 学習等供用施設 

長寿保険課 ふれあい交流センター竜西 

健康づくり課 東部保健福祉センター 

西区役所 区民生活課 雄踏斎場 

まちづくり推進課 舞阪総合体育館 雄踏総合体育館 馬郡運動

広場 舞阪乙女園グラウンド 雄踏グラウン

ド 舞阪表浜東駐車場 学習等供用施設 雄
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踏文化センター 重要文化財中村家住宅 舞

坂宿脇本陣 弁天島海浜公園 渚園 弁天島

温泉供給施設 渚園駐車場 弁天島海浜公園

駐車場 舞阪表浜駐車場 

長寿保険課 ふれあい交流センター湖東 ふれあい交流セ

ンター湖南 ふれあい交流センター舞阪 ふ

れあい交流センター陽だまり ふれあい交流

センターつつじ 

健康づくり課 舞阪保健センター 西部保健センター 

南区役所 区振興課 浜松まつり会館 

区民生活課 沖洗運動場 瓜内スポーツ広場 大塚グラウ

ンド 新橋体育センター 遠州灘海浜公園（江

之島アーチェリー場） 可美公園（総合センタ

ー 野球場 庭球場 球技場 水泳場 弓道

場 多目的広場） 

長寿保険課 ふれあい交流センター青龍 ふれあい交流セ

ンター江之島 ふれあい交流センター可美 

北区役所 区民生活課 三ヶ日斎場 

まちづくり推進課 細江総合体育センター 引佐総合体育館 奥

山体育センター 細江総合グラウンド 引佐

運動広場 三ヶ日運動場 三ヶ日弓道場 三

ヶ日B＆G海洋センター 学習等供用施設 み

をつくし文化センター 細江農業就業改善セ

ンター 引佐多目的研修センター 三ヶ日文

化ホール 国民宿舎奥浜名湖 気賀関所 

社会福祉課 三ヶ日総合福祉センター 三ヶ日児童館 

長寿保険課 ふれあい交流センター萩原 

健康づくり課 細江健康センター 引佐健康センター 三ヶ

日保健センター 引佐鎮玉診療所 引佐鎮玉

診療所渋川出張診療所 引佐伊平診療所 

浜北区役所 区民生活課 浜北斎場 
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まちづくり推進課 浜北体育館 浜北総合体育館 サンライフ浜

北 浜北温水プール 高薗ゲートボール場

浜北平口サッカー場 浜北武道館 なゆた・浜

北 浜北文化センター 浜北温泉施設あらた

まの湯 明神池運動公園（野球場 庭球場）

梔池緑地（多目的広場） 天竜川運動公園 御

馬ヶ池緑地（多目的広場 庭球場） 天竜川大

平運動公園（多目的広場 庭球場 ゲートボー

ル場） 万葉の森公園 

社会福祉課 浜北社会福祉会館 

長寿保険課 ふれあい交流センター浜北 

健康づくり課 浜北保健センター 

天竜区役所 区振興課 春野防災センター 

区民生活課 天竜斎場 春野斎場 佐久間・水窪斎場 

まちづくり推進課 白井鐵造記念館 水窪山村開発センター 天

竜体育館 水窪総合体育館 龍山健康増進セ

ンター 水窪小畑プール 水窪長尾プール

天竜上阿多古運動場 春野総合運動場 春野

気田スポーツ広場 水窪グラウンド 龍山総

合運動場 天竜庭球場 水窪テニスコート

天竜武道館 佐久間瞑想館 天竜B＆G海洋セ

ンター 天竜ボート場 天竜壬生ホール 内

山真龍資料館 春野文化センター 佐久間歴

史と民話の郷会館 水窪文化会館 龍山森林

文化会館 天竜自然体験センター湖畔の家

天竜相津マリーナ 船明ダム運動公園（野球場

運動広場） 

社会福祉課 春野福祉センター 天竜児童館 

長寿保険課 水窪高齢者交流センター 

健康づくり課 龍山入浴施設 天竜保健福祉センター 春野

健康増進センター 佐久間保健センター 水
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窪保健福祉センター 龍山保健センター 天

竜休日救急診療所 春野歯科診療所 

（平２０規則９・旧第７条繰上・一部改正、平２０規則２２・平２０規則８１・

平２０規則８５・平２１規則８・平２２規則７・平２３規則３７・平２４規則１

１・平２４規則５６・平２５規則５・平２６規則１０・平２６規則６７・平２７

規則２２・平２８規則１３・平２８規則７６・平２８規則８１・平２９規則７・

平２９規則６４・平３１規則５・令元規則３９・一部改正） 

（区会計管理者の分掌事務） 

第６条 区会計管理者の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

(1) 現金（代用納付証券を含む。）、有価証券及び物品の出納保管に関すること。 

(2) 三大地財産区、四大地財産区及び赤佐財産区の決算の調製に関すること。（浜北区

会計管理者に限る。） 

(3) 源泉徴収等に関すること。 

(4) 在庫物品に関すること。 

（平１９規則１００・一部改正、平２０規則９・旧第９条繰上、平２１規則８・

一部改正、平２４規則１１・旧第７条繰上、平２５規則６９・平３０規則４・一

部改正） 

（第２種出先機関の分掌事務） 

第７条 第３条第２項に規定する第２種出先機関のうち浜北地域活動・研修センターの分

掌事務の概目は、浜北地域活動・研修センターの管理運営に関することとする。 

（平２０規則９・追加、平２１規則８・平２２規則７・平２３規則５・一部改正、

平２４規則１１・旧第８条繰上・一部改正、平２５規則５・一部改正） 

（職制） 

第８条 区における危機管理の総合調整を行う職として、区危機管理監を置き、当該区役

所の区長をもって充てる。 

２ 区役所に副区長を置く。 

３ 課に課長を置く。 

４ 第１種出先機関に所長（以下「第１種出先機関所長」という。）を置く。 

５ 旧舞阪地域自治区、旧引佐地域自治区、旧三ヶ日地域自治区、旧春野地域自治区、旧

佐久間地域自治区、旧水窪地域自治区及び旧龍山地域自治区における危機管理の総合調

整及び災害対策本部その他の危機に関する対策本部の区本部長の補佐を行う職として、



17/27 

地域危機管理監を置き、当該区域に所在する第１種協働センターの所長をもって充てる。 

６ 第２種出先機関に所長（以下「第２種出先機関所長」という。）を置く。 

（平２０規則９・旧第１０条繰上・一部改正、平２１規則８・平２１規則６３・

平２３規則３７・一部改正、平２４規則１１・旧第９条繰上・一部改正、平２５

規則５・一部改正） 

第９条 課に課長補佐を、第１種出先機関に副所長（以下「第１種出先機関副所長」とい

う。）を置くことができる。 

（平２０規則９・旧第１１条繰上、平２４規則１１・旧第１０条繰上・一部改正、

平２７規則２２・一部改正） 

第１０条 副区長、課長等（課長及び第１種出先機関所長をいう。以下同じ。）、課長補

佐等（課長補佐及び第１種出先機関副所長をいう。以下同じ。）及び第２種出先機関所

長は、職員のうちから市長が命じる。 

２ 前項の規定にかかわらず、区振興課又は区民生活課に置かれる第２種協働センターの

所長は、当該第２種協働センターと同一の名称の第２種協働センターであって、まちづ

くり推進課に置かれるものの所長をもって充てる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、区振興課又は区民生活課に置かれるふれあいセンターの

所長は、当該ふれあいセンターと同一の名称のふれあいセンターであって、まちづくり

推進課に置かれるものの所長をもって充てる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる市民サービスセンターの所長は、

同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

市民サービスセンター 職 

赤佐市民サービスセンター 浜北地域活動・研修センター所長 

鹿島市民サービスセンター 天竜区役所区民生活課長 

龍山北市民サービスセンター 龍山協働センター所長 

５ 副区長、課長等、課長補佐等及び第２種出先機関所長は、上司の命を受けて所管の事

務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（平２４規則１１・全改・旧第１１条繰上、平２５規則５・平２７規則２２・一

部改正） 

第１１条 区会計管理者は、当該区役所の区振興課長をもって充てる。 

２ 区会計管理者を補助する職員は、当該区役所の区振興課の職員のうちから当該区会計

管理者が指名する者をもって充てる。 
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３ 区会計管理者は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、前項の職員を指揮監督する。 

（平２０規則９・旧第１３条繰上・一部改正、平２２規則７・一部改正、平２４

規則１１・旧第１２条繰上） 

（職務代理） 

第１２条 区長に事故があるときは、副区長がその職務を代理する。 

２ 副区長に事故があるときは、主管の課長等がその職務を代理する。 

３ 課長等に事故があるときは、課長補佐等が、課長補佐等を置かないときは、主管の第

２種出先機関所長がその職務を代理する。 

４ 課長補佐等に事故があるときは、主管の第２種出先機関所長がその職務を代理する。 

（平２０規則９・旧第１４条繰上・一部改正、平２４規則１１・旧第１３条繰上・

一部改正、平２５規則５・一部改正） 

第１３条 区会計管理者に事故があるときは、あらかじめ区会計管理者が指名する者がそ

の職務を代理する。 

（平２０規則９・旧第１５条繰上、平２４規則１１・旧第１４条繰上） 

（職員の事務分担） 

第１４条 職員の事務分担は、課長等が定める。 

（平２０規則９・旧第１６条繰上、平２４規則１１・旧第１５条繰上・一部改正） 

（参与等） 

第１５条 区役所に参与、参事、副参事及び専門監を、課等（課及び第１種出先機関をい

う。以下同じ。）に主幹、技監、副主幹及び副技監を置くことができるものとし、職員

のうちから市長が命じる。 

２ 参与、参事、副参事、専門監、主幹、技監、副主幹及び副技監は、上司の命を受けて

特定の事務に従事する。 

３ 参与、参事、副参事、専門監、主幹、技監、副主幹及び副技監は、特定の事務に関し

所属職員がある場合において市長が必要があると認めるときは、当該職員を指揮監督す

ることができる。 

（平２０規則９・旧第１７条繰上・一部改正、平２４規則１１・旧第１６条繰上・

一部改正） 

（主任） 

第１６条 課等に主任を置くことができるものとし、職員のうちから市長が命じる。 

２ 主任は、上司の命を受けて所管の業務を掌理する。 
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（平２０規則９・旧第１８条繰上、平２４規則１１・旧第１７条繰上・一部改正） 

（主務者） 

第１７条 臨時又は特定の事務については、特に主務者を定めて処理させることができる。 

（平２０規則９・旧第１９条繰上、平２４規則１１・旧第１８条繰上） 

（グループ制） 

第１８条 課等の分掌事務を処理するため、課長等は、グループを置くことができる。 

２ グループにグループ長を置き、グループ長は、主幹、技監、課長補佐、副主幹、副技

監及び主任の職にある職員のうちから課長等が指名する。 

（平２０規則９・旧第２０条繰上、平２４規則１１・旧第１９条繰上・一部改正） 

（福祉事務所） 

第１９条 浜松市福祉事務所設置条例（昭和２６年浜松市条例第５９号）第１条第２項の

表の左欄に掲げる福祉事務所は、当該福祉事務所の所管区域を所管する区役所の社会福

祉課及び長寿保険課（中区福祉事務所にあっては、社会福祉課、生活福祉課及び長寿保

険課）をもって組織する。 

２ 福祉事務所の長（以下「福祉事務所長」という。）は、当該区役所の区長をもって充

てる。 

３ 福祉事務所に副所長（以下「福祉事務所副所長」という。）を置き、当該区役所の副

区長をもって充てる。 

４ 福祉事務所副所長は、福祉事務所長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。 

５ 福祉事務所長に事故があるときは、福祉事務所副所長がその職務を代理する。 

６ 福祉事務所副所長に事故があるときは、主管の社会福祉課長又は長寿保険課長（中区

福祉事務所にあっては、主管の社会福祉課長、生活福祉課長又は長寿保険課長）がその

職務を代理する。 

（平２０規則９・旧第２１条繰上・一部改正、平２２規則７・一部改正、平２４

規則１１・旧第２０条繰上、平２７規則２２・一部改正） 

（補助執行） 

第２０条 次の表の左欄に掲げる区の区長は、同表の中欄に掲げる事務を同表の右欄に掲

げる職員に補助執行させるものとする。 

区 事務 職員 

東区 西区 第4条区振興課の項第22号から第24号までの事務 中区役所副区長及び区
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南区 振興課職員 

東区 南区 第4条区振興課の項第25号（空き地の雑草及び空き

家等への対応に関する事務を除く。）及び第26号

の事務 

中区役所副区長及び区

振興課職員 

東区 南区 第4条区民生活課の項第40号及び第42号の事務 中区役所副区長及びま

ちづくり推進課職員 

西区 北区 第4条まちづくり推進課の項第21号及び第23号の

事務（旧浜松西地域自治区及び旧浜松北地域自治

区に係るものに限る。） 

中区役所副区長及びま

ちづくり推進課職員 

２ 区長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を、他の区役所（協働センター、

ふれあいセンター及び市民サービスセンターを除く。）において同一の事務を担任する

職員に補助執行させるものとする。 

(1) 市町村合併等に伴う証明書の交付に関すること。 

(2) 住居表示変更証明書の交付に関すること。 

(3) 地縁団体の認可に係る申請の受付等に関すること。 

(4) 認可地縁団体告示事項証明書の交付に関すること。 

(5) 住民基本台帳法に基づく届出の受付に関すること。 

(6) 戸籍法に基づく証明の交付及び住民基本台帳法に基づく証明に関すること。 

(7) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法に基づく届出の受付等に関すること。 

(8) 印鑑登録に関すること。 

(9) 身分証明書等の交付に関すること。 

(10) 電子証明書に関すること。 

(11) 狂犬病予防に係る事務に関すること。 

(12) 動物の愛護及び管理に係る事務に関すること。 

(13) 障害福祉に係る申請の受付等に関すること。 

(14) 精神障害福祉に係る申請の受付等に関すること。 

(15) 児童福祉に係る申請の受付等に関すること。 

(16) 高齢者福祉に係る申請の受付等に関すること。 

(17) 介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金等に係る届出等の受付に関す

ること。 
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(18) 小児慢性特定疾病医療支援に係る申請の受付等に関すること。 

(19) 自立支援医療（育成医療に係るものに限る。）、養育医療及び療育医療に係る申請

の受付等に関すること。 

(20) 不妊治療等支援事業に係る申請の受付等に関すること。 

(21) 難病対策に係る申請の受付等に関すること。 

(22) 原子爆弾被爆者の健康管理に係る申請の受付に関すること。 

３ 中、北及び浜北区役所の副区長及び区民生活課職員は、他の区役所の区長の権限に属

する事務のうち旅券の申請、交付等に係る事務について、補助執行するものとする。 

（平２０規則９・旧第２２条繰上・一部改正、平２１規則８・平２１規則６３・

平２２規則７・平２３規則５・平２３規則３７・一部改正、平２４規則１１・旧

第２１条繰上・一部改正、平２４規則５７・平２４規則６６・平２５規則５・平

２６規則１０・平２６規則８７・平２７規則２２・平２９規則７・平３０規則４・

平３１規則５・一部改正） 

（兼務） 

第２１条 次の表の左欄に掲げる課等の職員のうち、同表の中欄に掲げる事務と同種の事

務を行うものは、辞令書によることなく、同表の右欄に掲げる区役所の課の職員の職を

兼ねるものとする。 

課等 事務 区役所の課 

財務部調達

課 

第4条区振興課の項第22号から第24号までの事務 中区役所区振興課 

市民部市民

生活課 

第4条区振興課の項第25号（空き地の雑草及び空き

家等への対応に関する事務を除く。）及び第26号

の事務 

中区役所区振興課 

市民部市民

生活課 

第4条区民生活課の項第6号の事務（戸籍事務に使

用する電子計算機の管理及び戸籍に係る個人情報

の保護に関する事務に限る。） 

中区役所区民生活課 

東区役所区民生活課 

西区役所区民生活課 

南区役所区民生活課 

北区役所区民生活課 

浜北区役所区民生活課

天竜区役所区民生活課

健康福祉部 第4条まちづくり推進課の項第11号の事務 中区役所まちづくり推
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保健所保健

総務課 

進課 

健康福祉部

保健所浜北

支所 

第4条まちづくり推進課の項第11号及び第12号の

事務 

浜北区役所まちづくり

推進課 

環境部廃棄

物処理課 

(1) 第4条区民生活課の項第40号及び第42号の事

務 

(2) 第4条まちづくり推進課の項第21号及び第23

号の事務 

中区役所まちづくり推

進課 

２ 健康福祉部保健所保健総務課の職員は、辞令書によることなく、中区役所まちづくり

推進課の職員の職を兼ね、第４条まちづくり推進課の項第１２号の事務のうち、猫の引

取りに係る事務を行うものとする。 

３ まちづくり推進課の職員で、当該課に置かれる第２種協働センター（西部、北部、南

部、中部、雄踏、細江及び二俣協働センターを除く。）に勤務するもの（当該第２種協

働センターの所長を除く。）は、辞令書によることなく、その属する区役所の区振興課

及び区民生活課の職員の職を兼ねるものとする。 

４ まちづくり推進課の職員で、当該課に置かれる第２種協働センター（西部、北部、南

部、中部、雄踏、細江及び二俣協働センターに限る。）に勤務するもの（当該第２種協

働センターの所長を除く。）は、辞令書によることなく、その属する区役所の区振興課

の職員の職を兼ねるものとする。 

５ 天竜区役所まちづくり推進課の職員で、当該課に置かれるふれあいセンター（光明ふ

れあいセンターを除く。）に勤務するもの（当該ふれあいセンターの所長を除く。）は、

辞令書によることなく、天竜区役所区振興課及び区民生活課の職員の職を兼ねるものと

する。 

６ 天竜区役所まちづくり推進課の職員で、当該課に置かれるふれあいセンター（光明ふ

れあいセンターに限る。）に勤務するもの（当該ふれあいセンターの所長を除く。）は、

辞令書によることなく、天竜区役所区振興課の職員の職を兼ねるものとする。 

（平２０規則９・旧第２３条繰上・一部改正、平２１規則８・平２１規則６３・

平２２規則７・平２２規則４２・平２３規則３７・一部改正、平２４規則１１・

旧第２２条繰上・一部改正、平２４規則５７・平２４規則６６・平２５規則５・

平２６規則１０・平２７規則２２・平２７規則８４・平２９規則７・平３１規則
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５・一部改正） 

（協働センター等） 

第２２条 協働センター、ふれあいセンター及び市民サービスセンターの分掌事務の概目

等は、別に定める。 

（平２０規則９・旧第２４条繰上、平２４規則１１・旧第２３条繰上・一部改正、

平２５規則５・一部改正） 

（細目） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平２０規則９・旧第２５条繰上、平２４規則１１・旧第２４条繰上） 

附 則 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 当分の間、浜松市の休日を定める条例（平成元年浜松市条例第７６号）第１条第１項

及び浜松市の機関の執務時間を定める規則（平成２年浜松市規則第４号）の規定にかか

わらず、区役所区民生活課においては、日曜日（１２月２９日から翌年の１月３日まで

の日及び市長が定める日を除く。）の午前９時から午前１２時まで、次に掲げる事務を

行うものとする。 

(1) 市民税・県民税に係る課税証明書、所得証明書及び納税証明書の交付に関すること。 

(2) 戸籍法に基づく証明及び住民票の写しの交付に関すること。 

(3) 印鑑登録証明に関すること。 

（平２０規則３７・全改、平２５規則５・平２６規則１０・平２７規則２２・一

部改正） 

３ 当分の間、浜松市の休日を定める条例第１条第１項及び浜松市の機関の執務時間を定

める規則の規定にかかわらず、区役所区民生活課（中、北及び浜北区役所に限る。）に

おいては、日曜日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日及び市長が定める日を除

く。）の午前９時から午前１２時まで、旅券の交付に関する事務を行うものとする。 

（平２１規則６３・追加、平２５規則５・平２６規則１０・一部改正） 

附 則（平成１９年６月２９日浜松市規則第１００号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日浜松市規則第９号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日浜松市規則第２２号抄） 
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１ この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日浜松市規則第３７号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月１２日浜松市規則第７１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年９月３０日浜松市規則第８１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条並びに附則第３項、

附則第５項及び附則第６項の規定は平成２１年１月２１日から、第３条及び附則第４項

の規定は同年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年９月３０日浜松市規則第８５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年１月２１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２４日浜松市規則第８号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年８月２５日浜松市規則第６３号） 

この規則は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２４日浜松市規則第７号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 浜松市公告式規則（平成１７年浜松市規則第１４０号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

３ 浜松市契約公報発行規則（平成１９年浜松市規則第３８号）の一部を次のように改正

する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２２年３月３１日浜松市規則第３１号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月１７日浜松市規則第４２号） 

１ この規則は、平成２２年８月１日から施行する。 

２ 浜松市市民サービスセンター規則（平成１９年浜松市規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 
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附 則（平成２３年３月１５日浜松市規則第５号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項、第３条まちづ

くり推進課の項第３４号及び第８条の改正規定は、同年６月１日から施行する。 

附 則（平成２３年６月２４日浜松市規則第３７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日浜松市規則第１１号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年６月

１日から施行する。 

２ 浜松市市民サービスセンター規則（平成１９年浜松市規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 

３ 浜松市区における総合行政の推進に関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１５日浜松市規則第５８号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年８月２２日浜松市規則第６６号） 

この規則は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２５日浜松市規則第７３号） 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日浜松市規則第５号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１３日浜松市規則第６９号） 

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ 浜松市予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年浜松市規則第８号）の一部を次



26/27 

のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２６年３月２４日浜松市規則第１０号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２０日浜松市規則第５１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日浜松市規則第６５号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日浜松市規則第６７号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２６日浜松市規則第８７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日浜松市規則第２２号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１９日浜松市規則第８４号抄） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日浜松市規則第１３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年１０月

１日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月１１日浜松市規則第７６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月１３日浜松市規則第８１号抄） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日浜松市規則第７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月１３日浜松市規則第６４号） 

この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日浜松市規則第４号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年３月１５日浜松市規則第５号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年７月１

日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１９日浜松市規則第３９号） 

この規則は、公布の日の翌日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日浜松市規則第７号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


